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資料 1

第 1回死因究明に資する死亡時画像診断の活用に関する検討会議事録

日時 平成 22年 6月 15日 (火 )

10:00～ 12100
場所 厚生労働省省議室 (9階 )

○ 医療安全推進室長 (渡 辺) 定刻 にな りま したので、ただ今か ら「第 1回 死因究明に資
す る死亡時画像診断 の活用 に関す る検討 会」 を開催 いた します。進行役を務 め させ てぃた
だ きます厚生労働省 医政局総務課医療安全推進室長 の渡辺です。本 日お集 ま りの皆様方 に
おかれま しては、 ご多用 の折 り、当検討 会にご出席いただ き誠 にあ りが とうございます。

それでは、議事に入 ります前に、私か ら当検討会 のメンバーの皆様のご紹介 をさせてい
ただ きます:神 奈川県立 こども医療セ ンター放射線部長の相田先生、九州大学大学院医学
研 究院法医学分野教授の池田先生、東海大学医学部基礎診療学系画像診断学教授 の今井先
生、 日本医師会常任理事の今村先生、 日本放射線技師会理事の北村先生、江戸川大学メデ
ィア コミュニケこシ ョン学部教授の隈本先生、筑波 メデ ィカルセンター病院放射線科科長
の塩谷先生、 自治医科大学消化器内科教授の菅野先生、札幌医科大学附属病院病理部教授
の長谷川先生、佐賀大学医学部附属病院院長の宮崎先生、 日本医学会副会長の門由先生、
早稲 田大学大学院法務研究科教授の和 田先生、Ai学会理事長の山本先生です。それ と本 日
は ご欠席 との連絡をいただいてお りますが、弁護士の木 ノ元直樹先生にも委員 をお引き受
けいただいてお ります ことを申し添えさせていただきます。また、入 口付近ですが、オブ
ザーバ‐ といた しま して警察庁刑事局捜査第一課、そ して文部科学省高等教育局医学教育 i

課 、 日本医療安全調査機構か らご出席 をいただいてお りますことを申し添えさせていただ
きます。

厚 生労働省か らの出席者の紹介です。厚生労働大 臣政務官の足立です。医政局長の阿曽
沼です。医政局総務課長の岩渕です。医政局医事課長の杉野です。大臣官房総務課参事官
(医 療安全担当)の 塚原です。医政局医事課長補佐 の石川です。最後に、私は医政局総務

課医療安全推進室長の渡辺でございます。
それでは、厚生労働大臣政務官の足立信也 よりご挨拶 を申し上げます。 よろ しくお願い

いた します。

○足立政務官 改めま して、おはようございます。 たぶん、皆 さん、傍聴の方 も含 めて睡
眠不足だ と思いますが、 ワニル ドカ ップで 日本以外で初 めて日本チームが勝利 した とい う
ことで、それはまずおめでたいことだ と思います。本 日は、明 日を会期末 とい う中で、何
と してもこの検討会は、この会期 中に立ち上げて検討すべきだ とい う方向性の中で急遠 ご
参集 いただきま した。お忙 しい中だと思いますが、本 当にありがとうございます。

いま、2つ の大きな流れがあるのだと思います。 これは、数年来ですが、診療関連死にお
いて も、またそれ以外、異状死体、いわゆる非 自然死体、この死亡の原因は何なのかとい
うこ とに対 して、広 く多 くの国民の方々に亡 くなった原因が何であるとい うことを納得 し
ていただけるシステムが どうしても必要だ とvヽ う動 きは、皆さん間違いなく共有 されてい
るこ とだ と思います。そのような中で、死因究明 とい うことがございますが、私はそ うで
はな くて死亡原因診断だ とそのよ うに思つてお ります。私 も、外科医でしたが、以前は、
急性 腹症の場合でもお腹を開ければわか るのではないか とい うことがございま したが、い
まそ うい う行為 をとる外科医はほとん どいないと思います。可能な限 り、非侵襲的に診断
を して、そして対処に臨む とい うことだろ うと思います。

とい うことは、取 りも直 さず亡 くなった原因が何であるのか とい うことは、 さまざまな
手段 で原因を確実に確度 を上げることが必要である。そ して、またそれを望んでいると私
は思います。その中で、いま全国で Aiセ ンター、Autopsy imagingセ ンター等が立ち上が
つてお りますが、やは り、できるだけハー ドルの低い形で死因、死亡原因が診断できるの
であれ ば、それ に越 したことはないざ多 くの納得 も生まれます し、また、これ を全国に広



める ことも昨今の IT技術く画像診断 レベルか ら考 えて可能なことだ と私は思つてお ります。
です か ら、 この検討会 は、いかに多 くの国民の皆様 が、亡 くなった原因についてその納得

度 を高め ることができるためには、 この死亡時画像診断 をどのよ うに活用 してい くべ きな
のか とい うことを検討 していただきたい と思 ってお ります。  '

何 も、診療関連死だけでは ございません。 よ り多 くの非 自然死体 とい うものがこの国 に

存在 す るわ けですか ら、皆 さんが納得できるよ うな、あ るいは、 中には犯罪が隠 されてい

るか も しれ ません。 そのよ うな死亡、死体 に至 った ときに、確実 に確度 の高い診断 に よ り
一歩 で も近づけるよ うに、この Autopsy imagingと い うものの使 い方、活用の仕方 を是非
とも検討 していただきたい。 そ してそれ を、何 よ りも実施 して利用できるように、その仕
組み を構築 、あるいは考えて提言 をいただ きたい と思つてお ります。急 な召集で した し、
また、8月 末 までの概算要求にある程度反映できるような議論 も必要か と思いますので、短

期集 中的 に開催 され る可能性 が高い と思います が、是非 とも皆 さんの英知 を結集 して、 こ

れは国民の納得 のために資す る検討会であっていただきたい と思います。 どうか、 よろ し

くお願 い します。

○医療安全推進室長  あ りが とうございま した。続 きま して、お手元の配付資料の確認 を
させ ていただきたい と思います。議事次第、配付資料 として資料 1、 資料 2、 資料 3.資 料
4が 、塩谷先生か らの提出資料 、資料 5が 山本先生か らの提出資料 とい うことになうてお り

ます。 以上 ですが、資料の欠 落等 ございませ んか。 よろ しゅ うございま しょうか。 それで

は、先 に進 め させ ていただきます。現在、座長 の席 が空席 になってお りますので、座長 の

候補者 を事務局か ら提案 させ ていただきたい と思いますが、いかがで しょうか。
‐               (異 議な し)

○医療安全推進室長  よろしいで しょうか。 それでは提案 を させていただ きたい と思いま

す。 当検討 会の座長 を 日本医学会副会長の門 田先生 にお願 い したい と思いますが、いかが

で しよ うか。   .
(異議 な し)

○医療安全推進室長 ありが とうございま した。皆様方のご賛同をいただきま したので t

門田先生に座長 をお願い したいど思います。大変恐縮ですが、座長席にお移 りいただきた
い と思います。

ご挨拶のほ うをよろしくお願いいた します。
○門田座長 ただいま選任 していただきま した門田でございます。 ここでは日本医学会副
会長 とい うことになっていますが、私の所属は大阪大学で して、現在、理事・副学長 とい

うことで務 めてお ります。 もともとは外科医で して、特に肝臓の外科、生体肝移植 な どで
は、非常に画像には助けられ ました。今では血液の流れている臓器の画像 に助けられ たと
い うことではないか と思いますが、今回のテーマは、先ほどの足立政務官のお話を伺 いま
しても、非常に重要なことをおっ しゃらてぃただぃたと感 じてお ります。 と申しますのは、
死、すなわち国内で発生 している患者 さんの死因、あるいは、異状死体についても、我々

がなかなか理解ができないままに処理 されていつたこと:が 改めて問題視 されているとい う
ことです。そ して死因究明が進めば、延いてはそれ より前の状況、すなわち我々に関係 し
ます治療 とい う所を反省 させ られる材料が実はたくさんあるはずなのです。そ して、医療
まで、生きている所まで返 してくるとい う意味においても非常に重要だと思います。 です
か ら、先ほ どもおっ しゃられ ましたが、単に医療関連死だけではな くて、異状死を含 め、
いろいろな死、我々が行つてきた医療に基づ く死 とい うことも考えて、これを社会に還元
す るといった意味において、 これが大きく利用できるよ うに。また、 どこまで利用できる
か、 どこまでそれ を拡大できるか、逆に限界は何か とい う辺 りを、是非、皆さんと一緒に

考えさせていただきたいと思います。政務官がおっしゃいました.8月 末までに、概算要求
の云々 とい う、果た してこれ は時間的に足 りるかどうか、ちょつと自信がない ところです
が、一言 申 し上げさせていただいて、できるだけご要望にお答え したい と思つて、皆 さん
と一緒に頑張 ります。 どうぞ、よろしくお願いいた します。

ご挨拶 させていただきま したが、私 も生身の体で して、いつ何時 どうい うことが発生す



るか もわか らない とい うことか ら、副座長を どなたかにお願 い しておく必要があるのでは

ないか と思います。そ こで、実は私のほ うか らご指名 させていただきたい と思 うのですが、

今井先生にお願い したい と思いますが、いかがで しょうかし

(異 議な し)

○門田座長 それでは、今井先生、よろしくお願いいたします。

○医療安全推進室長 カメラ撮 りのほ うは、ここで終了させ ていただきたい と思います :

では、以後の進行は、門田座長、どうぞよろしくお願いいた します。

○門田座長 それでは、議事に入 りたい と思いますが、その前に、本 国も傍聴席にたくさ

んの方がみえてお られますが、基本的にこの検討会の内容につきま しては、すべて公開で

行い、議事録につきま して も、厚生労働省のホームページで公表す ることとしたいと思い

ますので、この点につきま してご了解をお願いいた します。

それでは、議事に入 らせていただきます。議題 (1)「 死因究明に資する死亡時画像診断の

活用に関す る検討会の設置について」、事務局か ら説明をお願い します。

○医療安全推進室長 資料 1に ついて、ご説明させていただきます。趣旨の所、3行ほどご

ざいますが、本検討会におきま しては、異状死や診療行為に関連 した死亡の死因究明のた

めに、死亡時画像診断を活用する方法等について、幅広 く検討を行 うこととす る、とい う

ものです。検討課題につきましては 3つ ほど挙げてございますが、これまでの死亡時画像

診断に関す る現状です とか、科学的知見の整理。そ して、このことにつきま しての今後の
.取 組方策。その他、死亡時診断に関す ること、 とい うことです。検討会の位置づけ等にっ

きま して、大臣政務官が主催する検討会 とし、その庶務は事務局にて行 うとして、検討会
のメンバーは、いまご紹介 させていただきま したが別添にあるとお りです。以上でござい

ます。

○門田座長  はい、あ りが とうございま した。何か、この点でご質問がござぃますか。 よ

ろしいですか。

それでは、その次、議題 (2)「 医療機関等における死亡時画像診断の現状等について」 と
い うことです。まず厚生労働省の取組状況を事務局か ら、実際に死亡時画像診断を活用 さ

れている塩谷先生及び山本先生から問題点等のご説明をお願いするとい う予定です。
まず、厚生労働省の取組状況を事務局か らお願い したいと思います。

○医療安全推進室長 資料 2と 資料 3に つき,ま して、簡潔にご説明させていただきたいと

思います。資料 2に ございますが、こちらにつきま しては、平成 17年度 か ら死因究明に
「診療等に関連 した死亡の調査分析モデル事業」 とい うのを進めてございま して、5年経っ

たあとの総括をした とい うものです。6年 目からは、今 日、オブザーバー
｀
でみえてお ります

日本医療安全調査機構に事務局となっていただき進めることになっております。内容につ
きましては詳しいご説明はいたしませんが、1頁 から 13頁まで、このような形で 2年 間の
総括 、取 りま とめ とい うこ とで、 こち らのモデル事業の運営委員会のほ うか ら出 された と

い うことをみんなで確認 いた しま して、今年度平成 22年度以降につきま しても新たに各種
の方針 を打ち出 してや つていかなけれ ばいけない とい うことと議論 がされ てお り、この Ai

につ きま して も取 り入れ なが ら進んでい くとい うこ とで、先先週開かれま した運営委員会

で大きな方針が確認 された ところです。また、政務官のご指示もいただきま して、本 日の

検討会 と本年度以降 も進 めることとしてお りますモデル事業の運営委員会 と有機的な連携
をとって、情報の交換等 を十分に しなが ら進めるとい う大きな枠組みのもとに進めること

としているものです。資料 2の 説明については、以上です。

引き続 き、資料 3の説明も併せてさせていただきたいと思います。 1枚紙ですが、 「異状
死の死因究明に資す る死亡時画像診断の活用に関す る厚生労働省 の取組について」 とい う
ことですが、医政局の医事課がメインで取 り組んでいるものです。平成 22年度の新規事業
として、大きく 2点 ございます。 1点 目が、異状死死因究明支援事業、2点 目が死亡時画像
診断システム整備事業 とい うことです。 1点 目については、監察医制度が運用 されている地

域以外で、異状死の死因究明のために、法医学教室 との連携等により独 自の解剖の取組を

行つている自治体に対 し、Aiを 含めるのですが、解剖経費等の財政支援を行っていく経費
｀
                              3



を平成 22年 度予算において計上 した とい うものです。基準額が 1箇 所あた り 554万 6,000

円とい うものです。

次に、2の システム整備事業ですが、医政局で、大 きめの施設 。設備整備事業の枠がござ
います。 そ このメニ ュー の一つ として、死 亡時画像診断 の実施に必要な施設 の新築 、増改

築及び改修 に要す る工事費又 は工事請負費 を追加す る とい うことになっています。 このよ

うな 2点 の事業につきま して、平成 22年度 、新規で用意 しているとい うことです。

以上、資料 2と 資料 3に ついて、若干ですが、Aiに 関 しま して厚生労働省で取 り組んで
いるところの事業について ご紹介 をさせていただきま した。資料 2と 資料 3の 説明につい

ては以上です。

○門田座長  はい、 あ りが と うございま した。 いろいろあるものを簡潔に説明 していただ

きま した。 どなたか、 ご質問 はございませ んか。
′
これ はいまの取組 とい うことで、いずれ

Aiを 動 か した場合に費用の問題が発生 して くると思いますが、こ うい う形で前 もつて、厚

労省サイ ドとして準備 しています よとい うことをお っ しゃっていただいた とい うこ とでよ

ろ しいのですか。

○医療安全推進室長 確認 的に申 し上げます。モデル事業において Aiを や って発生 した経

費 について は、モデル事業 の ほ うか ら出す よ うな大 きな方法が確認 された とい うのが今年

度の運営委員会です。また、資料 3の ぺニパーでは、解剖経費等、Aiを 含む もの として、
Aiの 設備整備 につきま して も、補助のメニ ューを用意 しているとい うよ うなことで、座長
がおつ しゃ られたよ うに、厚 労省 のほ うで も、若干です が予算の枠 は用意 してある とい う
よ うな状況 です。

○門田座長  はい、わか りま した。 ほかの先生方、何か ご質問ございませ んか。 よろ しい、

ですか。話 が進 んでいって、何か ございま した らご発言 いただ くとい うこ とで次 に進みた
い と思います。

それでは、続 きま して、先 ほどの資料 4につきま して、塩谷先生のほ うか ら、 ご説明よ

ろ しくお願 いいた します。

○塩谷先生  筑波 メデ ィカルセンタ‐放射線科の塩谷 と申します。 よろ しくお願 い します。
30分ほ どお付 き合い くだ さい。 「Autopsy imaging:一死亡画像診断の現状 と問題点―」を述
べ させ ていただきます。

当院 の紹介です けれ ども、 中規模病院で あ り、救命救急、地域がん、剖検セ ンタニ を持
つています。そ して剖検セ ンターでは、病理専門医 と法 医学専門医が病理解剖 と行政解剖
を施行 しています。近々、司法解剖 を施行す る予定に しています。 当院は 1985年 の筑波万

博の年に開院 しま したけれ どもtそれ以降、死後 CTを施行 しています。

現在 のつ くば市の様子 です。関東平野の山 と言 えば、 このよ うに筑波山 ぐらい しかあ り

ませんが、 当院 はここにあ ります。 このよ うにヘ リポー ト棟 を持 ってお りま して、救急搬
´

送 を受 け入れています。そ して、、茨城県の筑波剖検セ ンターを持っています。

当院 にお ける死後画像撮影 の実施形態の一つ 日です。救急外来の異状死、入院患者の突

然死、警察依頼の検死に対す る死因スク リーニング、 フィル ター リングに死後 CTを 施行す
る。 こ うい つた方は死亡直後 に読影す ることが多 くなつています。

そ して も う一つです けれ ども、解剖 の前 にそのガイ ド、相補的役割を果 たす ために、死

後の CTプ ラス MRIを 施行 しています。 こういった対象 は、亡くなって 1日 か ら 3日 経つた
ご遺体が多 くなっています。

死後画像診断の歴史ですが、いまか ら約 100年 前に レン トゲン博 士が x線を発見 しま し

た。そ して、 このよ.う な法 医放射線 医学の教科書があ りますが、こ ういった本 に よ ります
と、X線 が発見 され た 3年 後 には既にご遺体の X線撮影 がな されていたそ うです。 そ して、
ここ 2、 30年 で死後画像撮影への CT、 MRIの 応用が始 ま りました。例えば CTで このような
ことがで きるよ うにならた。 これ を人体に応用 します と、この とお りです。最近 では表面
スキャン も組み合わせて、 このよ うにペ タジと貼 つて しま うとい うような こともできます。
そ して、西暦 2000年 です が、欧米で Virtual AutOpsy、 日本で Autopsy imagingの 概念が

発表 され ま した。



これまでの死後画像診断のエ ビデンスですけれ ども、2000年 以降、論文が多数出版 され
ています。最近では 2009年 の『 Radilogy』 とい う雑誌 に載った論文ですけれ ども、全身の
CT、 MRI、 そ して超音波下生検を組み合わせた Minimally lnvasive Autopsyと 呼ばれてい

るもの と通常の トラデ ィシ ョナルな解剖 を比較 した ところ、高いセンシティビティー とス
ペスイフイシイテ イーを示 した とい うことです。

日本発のエ ビデ ンスですが、欧米 と日本では死因究明の状況が異な りますので、発信す
るエ ビデンスも異なると考えています。例えば 2008年 の 12月 、世界最大規模の北米放射

線学会で、 日本の救命救急病院の放射線科医が救急異状死の死後 CTに よるスク リーニング

を発表 した ところ、効率が よく安価な方法 として非常に注目されま した。 これがそのとき
の様子です。次か ら次に質問す る方がいらっ しゃって、休む暇がなかった とい うことで し
た。            |

欧米の死後画像の状況ですが、異状死の解剖率は概 して高い中で行われています。アメ

リカやイギ リスは 50%以 上あ ります。そ して特定の法医学施設が死体専用機を使つて、主
に外因性、外傷性死を対象に解剖のガイ ド、相補的役割 を果たさせ るために死後画像を撮
影 しているとい う現状があ ります。

その欧米の諸施設 といいますのは、 ここにも挙げた通 りであ りますq例 えばスイスのベ

ルン大学法医学教室。 これは 2003年 の北米放射線学会でのプ レス リリースですが、 「法医

放射線学は仮想解剖を実現す る」:こ の発表以降全世界に広まっていきま した。
その中心人物が、 ここにいます ドクター・ ター リです。 夕Tり は、バー トプシこ とい うシ
ステムを立ち上げて精力的に活動 しています。
2003年 に発表 したスライ ドを少 し借 りてまい りま したが、ピス トルの玉がどこをどうや

つて通つていたか とい うような CTと MRI像 、そ して CTと 解剖はよく対比できると。
また、これは刺 し傷ですが、解剖 と MRIも よく対比できるとい うスライ ドです。

最 近では この よ うに死後 の血 管造影 も行 つてお り、既に この よ うな『 The vIRTOPSY
APPROACH』 とい う本を出版 しています。 これはアメ リカのデラウエア州 にある ドーバー空
軍基地であ ります。 日本における三沢、岩国基地 と同 じような基地ですが、わか りますで
しようか。

(PC中 断 )

○塩谷先生 申 し訳 ございませんで した。続 きか ら発表 します。 これは、アメ リカのデラ
ウエア州にある ドーバー空軍基地です。 日本 における三沢、岩国基地 と一緒なのですが、
イラクやアフガニスタンで亡 くなった兵士、年間約 809人はどい らっ しゃるそ うですが、
アメ リカに帰って くるときには、必ず ここに帰つて くる とい うことです。そして、ここで
必ず解剖 されてか ら、家族 に返 される。なぜ解剖 されるかとい うと、死んだ原因を知るこ
とによつて、効果的な防御方法を探るとい うことです。

そ ういつた経緯が 2009年 のニュー ヨークタイムズ紙に掲載 されてお りますが、 「戦死者
の解剖は兵士を救 う方法を表す」。2004年以降は、戦死者全員に CTが施行 されているとい

うことです。 ここで働いている、AFIP、 ARMED FORCES INSTITUTE OF PATHOLOGYと 言います
けれ ども、米軍の病理学研究所 にい らっしゃいますハル ケ大佐、これはカーネルサンダー
スと同 じカマネル とい う称号を持 った大佐ですけれ ども、71歳 の法医放射線科の科長です。
この方が、監察医を対象に して 講義 したスライ ドがあ ります。これ を借 りてまい りま した。
仮想解剖、画像診断と法医病理 との融合、AFIPに おける Virtual Autops,は 、実際の法

医解剖 に取つて代わるわけではないと。ただ、重要な情報を解剖執刀医に与えることで、
解剖の効率を上げるとい うよ うに認識 されています。実際、AFIPで使らておられ る単純 X

線撮影装置、あとは 16列 の GE社製のヘ リカル CT、 こういつたワークステーションを使つ

て解析 されています。通常の単純 X線 写真 よりも、CTに おける 3Dの ほ うがわか りやすいで

す し、異物の位置 も、CTに おけるこのような水平断層のほうがわか りやすい。CTで す と、
このようにアーチファク トをひきますので単純 X線 も撮影 しているとい うことです。 ここ
に記載 してあ ります損傷、射創、鈍的損傷、熱傷、鋭器損傷、溺死 といったものに関 して
非破壊的な損傷評価を行つています。



この辺 は少 し流 しますけれ ども、盲管射創 、射創 管に沿 つてこの よ うに金属片 が入 つて

いますが、CTで 玉の経路がよ くわかると。 あ とは、体内反眺 、ビス トル の玉がい ろいろな

ところに跳ね返 つて、ここら辺 に留 まつている様子。

あ とは貫通射創 です とか、射 出 回は射入 口よ りも大きい とか、 ビス トル の玉が通 った跡

が CTで よく評価できますち
'こ

れ も同様です。 あ とは、 こ ういらた ピス トルの玉 とかだ けではなくて 、交通事故の よ

うな鈍的外傷 にもこういつた CTが応用 されてお りま して、解剖 よりもこ ういった骨の骨折

や脱 臼 といつた ものは、CTの ほ うが評価 しやす くなっています。

これは鋭器損傷。

飛ば しますけれ ども、体内の様子は解剖 です と刺 し傷 はわか りづ らいですが、CTです と

明瞭に示す ことができるとい うものです。           、  ´

あ とは、滋死。滋死は除外診断です。

ここも少 し飛 ば します:副 鼻腔 内の液体貯留や気道内の水性肺気腫。 これは砂 です。 胃

の中の砂 といつた ものも CTで わか ると。 Virtual Autopsy Limitationsと いた しま しては、

これ は限界 のこ とです が、亡 くなって数 日経 ちます と、腐敗 が 目立って きます。死後変化

が出て きます と、有意 な病理 学的変化 となかなか区別 しづ らい。また、血管損傷 の部位 は

示せ ない。臓器損傷 の過小評価 を して しま うことがある とい うことです。 実際、亡 くなっ

て何 日か経 ちます と、血管内にガスが出てきます し、これが より高度にな ります とこのよ

うな状態になる。 こうなつて しま うと死因の評価ができません。将来的に CTだ けではな く、
MRIや 血管造影にもやれば有用であろう。あとは、通常の監察医業務でも使用できる。入院

患者の病理解割前 もやれば非常に有用であろ う。解剖 され る場合には、その焦点 を絞った

低侵襲な解剖の役 に立つ とい うことが言われています。彼 らが実際にやっている DIGITAL

AUTOPSYと い うものですが、これは画像診断を併用 した解剖 とい うことで、各専門家による

共同作業になる。まず最初に、監察医が外表所見の情報 を取得 した後に、放射線技師が撮

影 して、放射線科医が読影。そのあとにまた監察医が最後に解剖 して、すべての情報を統

合するとい う方法を取つてお られます。実際、ハルク大佐が書かれたレポー トですが、X線
と CTの 情報を基にして、どこどこの部位にこのような外傷があるとい うよ うな レポニ トを

書かれます。

オバマ さんがまだ大統領にな られる前の『 Newsweek』 日本版です けれ ども、 どぎつい写
真の画像が載つたことがあ ります。内容 は、千葉大のオー トプシーイメー ジングセンター

とオース トラリアのビク トリア州法医学研究所の紹介で した。 ビク トリア州法医学研究所
で行われています コロナ制度 とい うのは、世界でいちばん進んでいる制度 と言われていま

すが、ビク トリア州は 500万人い らつ しゃいまして、ご遺体の取扱数が 5,000件 で、その

うち解剖が 3,000件行われて、全件に CTを やつておられるとい うことで した。 このような

ご遺体専用機 を使 つて画像を撮っていると。

去年、ここで働いてお られます、自らを necrOttradiologist、 死体放射線科医 と呼ぶ、ク

リス・オ ドンネル先生 とい う方が 日本に 2回 いらっしゃつて、講演をなさいま した。その

ときの 日本語のスライ ドを借 りてまい りま した。突然死の画像診断です。 ビク トリア州法

医学研究所。CTの 導入は、2005年 の 4月 に司法省の予算にて導入。 これまでに 1万例以上

撮影 した とい うことです。 これは 1施 設においては世界一です。CTの 有用性を述べられた

後に、CTは必ず しも有用ではないと。 もちろん限界はあ ります。ただ、結論 としましては、
CTを 含めた断層は死体の検査に非常に有用。 日常のルーチ ン検査 となっている。解剖する
か どうかの判断材料。 自然死、外傷死 とも有用。法医学実務に有用。診療関連死に有用 と
い う結論でした。

次はス ウェーデンの Linkooing uhiおrsityo Anders Persson博 士が去年の 10月 にスウ
ェーデ ン大使館の招きで 日本 にい らつ しゃいました。大使館の招きでい らっしゃった とい

うその理由は、 日本で死因究明にお金がつくとい う話が広まつたよ うで、このよ うな 「the

Virtual AutOpsy table」 とい う商品の売込みにい らつ しゃってお りま した。 これは iPod



を非常 に大 き く した よ うなボックスなのですが、 中にこのよ うな画像が撮影 して、作成 し

てあつて、い ろいろなや り方がで きる と。犯罪 に も応用でき、人だ けではな くて、猿や ミ

イ ラに も応用 で きる とい う
｀
ことです。外 国の方は、非常に宣伝 が うまいですか ら、 も う既

に Virtual AutOpsyと い うのは科学捜査班 といったよ うな、 こ うい った ドラマにも使われ

てお ります。 ドラマ上では、きれ いな CGな のです が、演出上 はこれ でよいので しょう。

それか ら、ハ ンブル クの法医学研 究所です。解剖室の中のタイル張 りの部屋の中に CTが
設置 してあ ります。

こ ういつた欧米の状況 に対 しま して、 日本 の死後画像 といいます のは、異状死の解剖 率

が非常 に低 い 中で行われています。 10%程 度です。一般病院 が臨床機 を使 つて、主に内因

性 、非外傷性 死 を対象 に、その死 因の スク リー ニ ングを行 って い るとい う状況です。
Autopsy imaging、 以下′Aiと 略 しますが、これ に関す る全国アンケー ト調査は、いままで

に大きなものが 3回 行われています。 日本全国の主要な救命救急病院の 9割 が Alの 経験が

ある。 日本全国の一般病床を有す る病院の 36%は Aiの 経験があ ります。そ して、 日本救急

医学会の会員の専門医に尋ねた ところ、その費用は保険請求 3割 、病院負担 3割 、遺族負

担 1割 とい う内訳になってお り、将来的には保険収載 されるべきと考える専門医が 80%に
ても上 りま した。

今年に入 りま しての Aiの 流れですが、変死体分析を CT診 断で石川県警 と医療機関、 こ

れは金沢大学その他の医療機関ですけれ ども、ネ ッ トワークを設置 した と。 こういったネ

ッ トワー クは全国で初 とい うことです。そ して、国家公安委員会定例会議。 これはインタ

ーネ ッ トにも載 つているのですが、石川県を視察 された吉田委員が、上に書いてあるよ う

な言葉 を述べてお られますが、 「放射線の医師が画像 を解析できる とい うことは、死因究

明に関す る医師の数が随分増えた とい う感 じが したが、どうだ」 とい う間に対 して、刑 事

局長 は、 「放射線科の医師の見立てで本当に完壁 か とい うと議論があるところだ と思 う」

と答弁な さつています。 これは本 当にその とお りで、我々も画像だけで何でも判断できる

とは思つてお りません し、読影す るときにはいろいろな情報を聞いてから読影 してお りま

す。画像だけで何でもわかるとは思ってお りません。

今年の 2月 、厚労省全国医政関係主管課長会議におきまして、Aiシ ステム整備事業を実

施 し、それに必要な CT、 MRIを 設 けるもの とすると。先ほど資料 3に 述べてあるとお りで

す。                                     ′

そ して医師会の定例会見。今年の 3月 ですけれ ども、Ai活 用に関する検討委員会、その

答申内容が発表 されてお ります。

この委員会 といいますのは、法医・病理・放射線・救急・警察医等の各専門医 と放射線

技師を含む 11人 の委員で構成 されてお りますが、3番 目の Ai活用に際 しての提言。 どのよ

うな提言か といいます と、全異状死体に Aiを 行 うことはなかなか難 しいので可能なところ

か ら開始 しま しょうと。それには小児、特にこれ は虐待の有無を見たいとい うことで小児、

あ とは、来院時心肺停止状態で救急搬送 された患者 さんには全員や りま しょうとい うこと

で、次の よ うに提言 されてお ります。費用は国庫か ら拠出すべきである6月 児ヽ、約 2億
5,000万 、救命救急患者が年間 10万人 として約 50億 円、これだけの費用がかかると試算 さ

れています。Aiと い う言葉は、も う既に何回も国会でも取 り上げ られてお ります。古川先

生や足立先生 も言及 されてお ります。そ して首相官邸のホームペー ジを見ます と、最後の

ほ うに 「地域連携によりAiに よる死因究明を促進する」と記載 してあります。

実際、死因究明 CT撮影は全国的に増えているようでありま して、今回の資料にもありま

した し、診療死究明で Ai活用 もとい う、このような共同通信社の記事も載つてお ります。

ちなみに、 日本全国に死体専用機所有施設 といいますのは、ここに挙げた とお りです。
まだ 20は いかないのですが、今後はどん どんと設置 される予定であると聞いてお ります。

これは群馬大のオー トプシーイメージングセンター。中古の CTを ご遺体専用!機 に転用 し

たとい うことで した。

日本 において、死後画像が撮影 され る最多の状況 としては、救命救急外来に来院時心肺

停止状態で搬送 された後に死亡 した症例、 これは異状死ですが、これに対 して死因をスク



リーニングするために、CTを 施行す る。
CTは 、単純 X線 より情報が多 く、超音波 より客観的で、MRIよ り短時間で施行可能 とい

うことか ら、その施行数は、他のモダ リティを圧倒 してお ります。

Aiと 言いましても、Ai≒ Postmortem CTと 。Postmortemと い うのは死後の、検死の とい

う意味です けれ ども、以前、パ トリシア・ コーンウエルの『 検屍官』とい う本の原書名が

IPOSTMORTEM"で あ りま した。                       、

日本の PMCT事 情ですけれ ども、監察医が非常に少ない中で行われています。 日本におけ

る監察医制度は、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸 といつた大都市でされています けれ ど

も、 日本の人口の 85%は 監察医制度のない地域に住んでいます。その反対に、CTの 設置台

数は世界二です。世界中の CTの 半分は 日本に集まっているのではないかと言われています。

故に、死 因を正確 に診断 したい。そ して遺族の気持 ちに応 えたい。この 「遺族 の気持

ち」 と言いますのは、解剖は した くないけれ ども死因は知 りたい とい う、そのような気持

ちです。 これに応えたい救命救急医が苦肉の策 として、以前より死後 CTを 施行 してきたと
い う現状があります。

その死後 CTの 役割 としましては、解剖の承諾は得 られない場合の死因スク リーニング、

解剖が絶対 に必要な症例のフィルター リング、解剖が行われた場合にそのガイ ド、相補的
な役割 を果たします。

死後 CTの所見としましては、死因を大きく外傷 と非外傷に分けています。そ して、それ

らについて死後変化、蘇生術後変化の 3つ に分けると我々は読影 しやすい と考えています。

外傷性死後 CTで すが、これは外傷性死因の特定に非常に有用です。以前より散弾銃の玉

がどこにあるかとか、ピス トルの玉が どこを どうやって通つていたかとい う評価に、単純 X

線写真が撮影 されてお りま したが、最近ではこのように CTも 撮影 されるようにな りま した。
射入 口、射出日、射創管 といつたものが明瞭に描写されています。

実際のご遺体の画像ですけれ ども、拳銃 自殺 された警官の方です。

そ して胸 を刺 されてしまった方、左の大量血気胸を認めます。

頭をハ ンマーで殴 られた方t頭がクラッシュ した状態、交通事故です。 これは首が切れ
て体内の血液が外に流出 した状態。

頚椎の脱 臼骨折。 これ も頚椎の骨折ですけれ ども、4番 目の頚椎よりも上部をや られます
と、呼吸中枢が冒されますので、その場で生存能力が無 くなって しまうとい うことです。
ただ、単純 X線写真でも、心臓大血管内のガスとぃ うのはわか りますが、CTを撮 ります と、

両側の血気胸 といつた所見も明瞭に示すことができます。
これは飛び降 り自殺ですけれ ども、心臓 は通常左側にあ りますが、右側 に寄つていて、

心臓 と大動脈は離断 しています。

次の方ですけれ ども、心臓大血管が先にや られます と、血圧が急激に下がるために、骨
盤に大きな骨折があつても出血 してこないとい う、生活反応の欠如 として示 されます。

右下の像 ですが、これは常磐道で、車外放置 された後に後続の車、数台に引かれた とい

う方ですが、この方は体内が ミンチ状になつています。 ここで重要なことは、体 内で ミン

チ状になつているにもかかわらず外側の輪郭が保たれているとい うことで、外か ら見ただ

けでは体内の様子がわか らない とい うことを示 しています。 この方のように外か ら見ても
これで亡 くなつたのだとい うことがわからない限 りは、CTを 撮る意味があると考えていま

す。

この方は 自殺 目的で線路に横たわつていた方で、ちょうど線路の幅で首 と足が切れてい

ます。

そ して この方は水平断層だとわか りづ らいのですが、首つ り自殺 ですけれ ども、病院の

横に公園があります。朝 5時 頃、患者 さんが散歩をしています と、雲梯か らぶ ら下がって
いるこの方 を発見 しま した。遺書が置いてあつたそ うですが、警察の方がい らっ しゃるま
でに、こ ういった縄は外せませんが、画像上だけではこのよ う′に外せます。 これが何の役
に立つか といいます と、このように実際の画像は裁判員制度では出すことが生々 しくてや
りづ らい とい うことで、 こういつた画像が役 に立つのではないか というよ うに考えていま



す。

実際の症例 を提示 します。31歳 女性 、車運転 中、中央分離帯に衝突 しま した。 この方 は

シー トベル トの装着がな く、エアーバ ッグのみが展開 してお りました。 この方の CTを 撮 り

ま した ところ、心臓 周囲に血腫 を認 めま したので、おそ らくは心タンポナーデで亡 くなっ

た と考 えま したが、外表面に何 の所見 もないために この ように解割が行われ てお ります。

外表 面は所見な く、 この よ うに皮 下組織や筋 肉にも外傷性変化 を認 めませ んが、心臓 を開

けま した ところ、心臓周囲に大量 の血液貯留 を認 めま した。 これは どうい うことか といい

ます と、右心耳が破 裂 してお りま した。 こち らにゾンデが通つています。CTで解析 します

と、胸骨 と椎体 との間に右心耳が挟 まれて しまって破れ たのだろ うとい うよ うに考 えま し

た。実際、5月 の企業プ レス リリニスで、 トヨタがバーチ ャル人体モデルを発表 してお りま

す けれ ども、ハ ン ドルやエアーバ ッグは展開 した ときには、胸がへ しゃげ るぐらぃ衝撃が

ある とい うことであ ります。

次は 55歳 の男性。職業は土木作業員。朝出勤 し、現場 で倒れているところを同僚が発 見

しま した。 この方 も外表面では擦過傷程度 しかあ りませんで したが、CTを 撮 りま した とこ

ろ、 このよ うに肝臓 周囲や牌臓周 囲、ググラス富に血栓や腹水 を認 めま した。解剖 で もそ

れ を確 かめてお ります。肝左葉外側 区に亀裂 があ り、解剖で も肝破裂の状態で した。 あ と

は、多発月力骨骨折 、・大動脈の離断 、椎体の離断 とい う、 この よ うな所見を認 めま した。 こ

れは ど うい うことか と言います と、同僚が本人 を掘 削機械 と地面 との間に挟みつけて しま

つて起 こつた事故 とい うことが判 明 しま した。 同僚 たちは嘘 をらぃてぃたゎけです が、現

場の状況 と CTの 画像情報が非常 に乖離 してい るためにく解剖 に回 り、最初 は行政解剖だっ

たわけですが、途 中か ら司法解剖 に変わ りま した。 もし CTが 行われていな ければ、虚血性

心疾 患 と判断 されて、見逃が されて しまった可能性があ ります。

ここで一つ、犯罪 見逃 しの概算 いた します と、非犯罪死体 とい う前提で運 ばれて きた死

体の 中には、 1.25%の 割合 で犯罪 死体 が紛れ込んでいる と言われています。 これ を 日本 の

統計 に当てはめます と、 日本の異状死は年間約 15、 6万人 と言われています。 この 1割 は

解剖 されますが 9割 は解剖 され ません。 これ に 1125%を 掛けます と、年間約 1,700人 の犯

罪見逃 しがあるとい うよ うに計算 できます。 これは統計 に出て こない暗数 となっています。

実際 Aiが 事件 を暴 くとい うことか ら、警察が医療機関に託 してご遺体の CT撮影 を した

例が約 1,800件 、 この うち数件 で犯罪が見つかつてきた とい うことです。 これ を 日本全国

に当てはめます と、CTだ けで数 百件 の犯罪見逃 しが見つかつて くるとい う計算にな ります :

公安委員会の定例会議 の会議録 か ら取つた ものですが、 「非犯罪死体の 中で も、毒物等

を使 って病死の よ うに見せ かけて 、結果的 には事件 にもな らないケースが た くさん あるの

か」 とい う間に対 して、 「た くさんはない と思 う」 と答 えてお られます。 先 ほ どの 1,700

名の うち、数百人が CTで わか る として も、薬物や毒物を使った殺人は CTではわか りませ

ん。 「おそ らく CTで も判断す るのは難 しいのではないか」 と述べ られていますが、 これ は

その とお りです。 この定例会議 の話ですが、刑事局長はいつ もいいことをお っ しゃ るので

すが、 「む しろ重要 なのは、死因 を究明す るた めの知見や ノウハ ウの蓄積 がそれぞれの医

者に どれ くらいあるか とい うことになる」 と。

我 々が最 も多 く遭遇す る死後画像 としま しては、早期 の、亡 くな られた直後であるとか

い う非外傷性 の死後 CT。 これがいちばん多いために、 これが画像所見の基本 にな ります。

非外傷性死後 CTは、出血性死因は画像だけで診断可能であります。死後変化は循環停止 に

よります。そ して蘇 生術後変化 の主な所見は、血管内ガスであ ります。例 えば、 くも膜 下

出血 、 こでは解剖 で も確 かめ られ ます が、脳幹 の出血。 これ は橋の出血です。画像 と解剖

はよ く対比できます 6大動脈解離 、解剖で もその とお りです。腹部大動脈 瘤破裂、 これ も

その とお りであ ります。 こ ういつた出血性死因は CTだ けで診断可能です。

非外傷性の死後 CTで認 める所見。死因、死後変化、蘇生術後変化、頭部、胸部、腹部 と

分けて、この よ うな表 を作 るこ とがで きます が、 も う既 に新潟市民病院の高橋先生が、次
のよ うなチェ ックシー トを作 つてお られま して、 このチ ェックシユ トを使 うことで、 ご遺

体の画像の診断経験 があま りない 医師でも、効果的 に、再現性 のある読影 ができる とい う
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ことです。死後 CTで診断可能 な死因 として、虚血性心疾患や肺動脈血栓塞栓が挙げ られ ま
すが、全 くわか らない とい うこ とではなくて、おそ らくそ うだろ うとい うこ とまではわか
ります。例 えば、虚血性心疾患の診断 であれ ば、 まず外傷性や出血性死因 は除外 して、直
接所 見が出てきませ ん ので、あ とは画像だ けではなくて、既往歴や現病歴 、検査所 見、例
えば′い電図上の ST上昇や VF、 トロポニン上昇 といつたよ うな検査所見、死後 CT上 の間接
所見 を総合的に判 断 します。 間接所 見は ど ういつたものか とい うと、猛烈 な肺水腫 が出て
きますので、急性者 心不全の方 はこの よ うにテカテカパ ンパ ンといったよ うな像 を呈 しま

すが、CTで見ると両側びまん性の陰影が出てきて、こ ういったものか:ら 虚 血性心疾患だ ろ
うとい うふ うに診断 しています :

.こ ういつた直接所 見が描出できない とい う欠点 を補 うために、最近では造影 による死後
CT、 これは経静脈的 に造影剤 を注入 しなが ら 2分 間心臓 マ ッサージをす る と、亡 くなった

後で も心大血管が造影 され るとい うことがわかってきま した。

例 えばこの像です が、亡 くなった後に された造影 CTで すが、このようにきれいに大動脈
解離 とい うことがわか ります。

このよ うに、肺動脈 の 3Dや冠動脈の 3Dま でできるよ うに、造影能が保 たれます ので、
ここ ら辺 にある血栓塞栓が診 断できるよ うになるのではないか と考 えてい ます。 ちなみに、
死後 造影 CTは 「正 当業務行為」に相 当 し法的には問題ない とい う言葉をいただいてお りま
す。

これは筑波山か ら見た富士山です。

そ して、もう一つは、死後の MRIo MRIは CTと 比較 してコン トラス ト分解能が非常に優
れ ますので、CTで は評価困難 な虚血心筋や頚髄損傷、肺動脈血栓塞栓や肝 損傷などが検 出
できます。

例えば、この方はコンバインで納屋に入つたすぐ後に亡くなっておられました。 どうも
天丼に頭をぶつけて頚椎が過伸展したようですけれども、CTで は第 6頚椎が背側に変位し
ているということはわかりますが、MRIだ とその部分の頚髄損傷や椎間板の損傷、椎体の前

｀

面 の血腫 といった ものまで描出す ることがで きます。 これは解剖で もその とぉ りで あ りま
した。

39歳 、男性。 自宅で亡 くなった状態で
.発

見 されま したが、この方 も肺動脈の中に血栓 が

充満 していそ うだ とい うことで、 この方 も肺動脈血栓塞栓 とい うことが事 前 にわか りま し
た。

この方は亡 くな る前 日にバイクで転倒 した といわれますけれ ども、亡 くなつた状態 で発
見 されま した。肝臓周囲に腹水、肝臓 に亀裂 が入 つてい るとい うことは、 下の画像 の MRI

ではわかるのですが CTで は評価できません。実際、解剖 では肝破裂で した。
46歳 、男性。 自宅で亡 くなった状態で発見 されま したが、CTを 撮 りま した ところ、両側

び まん性の肺水腫。解剖では左冠状動脈前下行枝 のプラーク破裂による血 栓 閉塞 とい うこ
とがわか りま したが、MRIの T2強調像で心室中隔か ら心尖部にかけて虚血 心筋を示す よ う
な高信号を認 めてお ります。

次の方も、虚血心筋を MRIで認めることができます。 このように、心内膜 下梗塞まで MRI
では指摘することができます。

亡 くなって しば らく経つてご遺体専用機 でないときにいちばん困るのが臭いですが、こ
のようなボディニバ ッグを使 うことで臭いは抑えることができます。

これは最後なのですが、以前に内閣府で同 じような講演をさせていただいたときに示 し
た提言であ ります。解剖 自体は強力な死因究明手段です けれ ども、その実施率は非常 に低
い状態に留まってお ります。異状死は全例 CTで スクリーニングすべきではないかと考えま
す し、こうやるこ とで解剖率 も上昇 していきます。 これは生前、診察、画像診断、手術に

｀

対応 させて、亡 くなった後にも検視、検案→画像診断→解剖を確立するとい うことであ り
ます。結論は以上の とお りです。ご清聴ありがとうございま した。
○門田座長 途中 トラブルが発生 しま したけれ ども、非常に大量の資料を示 していただき
ま して現状のご説明をいただきま したが、全体的にはまた後ほどデ ィスカ ッション したい
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と思い ます が、特 にいまの ご発表 に関連 した ことで ご質問があ りま した らお受 け したぃ と

思います が、いかがで しょ うか。

○長谷川 先生 我 々の所で も、PMCTと い うか、それ と解剖を併用 してやつているわけです

が、先生がおっ しゃ るよ うに、特に虚血性心疾患はわか りにくい とか、CTだ と限度がある。
CTは非常 に普及 もされ ているわけですが、造影 CTも いいのではないかとい うことも確かに

言 われ てい るのです が、現実的にそ うい う不得手 な分野 も補 えるのかどうか とい うのはい

かがなので しょうか。MRIで ない とわか らない とか、その辺はいかがですか。

○塩谷先生 内部組 織 の評価 については、虚 血の心筋 とか頚髄 の損傷 とが、 こ うい った も
のは CTで は全部のっぺ りとした画像にな りますので、そこが異状だ とい うふ うには描出 さ

れて こないです。MRIだ と、CTよ りもコン トラス トが良いために、 こうい ったものが描出

できる。 もちろん(現在、CTで確 実に画像 だけで診断できるのは出血性の死 因、脳 出血、

くも膜 下出血、胸部 の大動脈解離 と腹部大動脈瘤破裂 といつた よ うな出血性 死因は CTだ け

で診断で きますけれ ども、それ以上確実に物 を言お うか と思 うと、CTだ けだ とも う一つ造

影 した りとか。MRIだ とコン トラス ト分解能が優れているために今は CTで の死因診断率は

3割 と言 われていますが、それが 6割 程度までには もつていけるのではないか と考 えてお り

ます。

○長谷川 先生 ただ、先生 も中でおっ しゃられていたけれ ども、MRIと い うのは撮影 に非常

に時間がかかるとい う難点があ りすね。その辺 で、MRIだ けでや っていくとい うのも、時間
の制約 とい うのが ど うして もあるのかな と思 うのです。

○塩谷先 生 そ うですね。 うちも、 1回撮 るのに、全身撮影 しますけれ ども、最低限 1時間

程度かか ります。それに対 して、CTだ と 5分程度で終わ りますので、MRIを や るときには

救急外 来 で亡 くなった人 をす ぐ撮 るとい うわ けにはいきませんで、解剖が前提 とな つた方

を対象 に準夜帯、夜 9時 か ら 12時の間にや ってお ります:確 かに、MRIは 非常に時間的な

制約 が大 きい ものですか ら、全例 をや るのは非常 に有用 なので しょうけれ ども、生 きた患

者 さんが優先 ですので、昼 は生 きた患者 さんで、準夜帯や早朝に ご遺体 を撮影 してい ると
い うことです。

○門田座長  そのほか、いかがで しょうか。

○和 田先 生 私、門外漢 なので教えていただ きたいのですが、いまの CTと MRIの 関係で、

例 え ば CTを バ ー ッ と や つ て 、 そ れ が 一 種 の ス ク リ ー ニ ン グ に な っ て 、 こ の ケ ー ス は MRIを

やったほ うがいいな とか、これは要 らないな とか、そ うい う判断をする、2段階での形 とい

うのはあ り得 る話なので しょうか、あるいは全 く十分ではないので しょうか:

○塩谷先生 世界で もアメ リカ、にしてもそ うですが、CTが 基本になっています。早 くでき

ます し、CTは 空気や骨を描出するのが非常に得意ですので、外傷に関して非常に得意であ

る。だか ら、外傷に関 しては CTだ けで大丈夫だろ うなというふ うに皆さん考えられていま

すが、非外傷では内因性死、特に死因の半分以上を占める虚血性心疾患だ と心筋の状態 と

か冠動脈の中の欠損 を描出 しない といけないのですが、CTだ とそこは無理かなと。だか ら、

画像だけではなくて、急に胸が痛い と言つて倒れたよ うな現病歴 とか、もともと陳 旧性の

心 筋梗塞や狭心症を持っていたとい う既往歴 とか、運ばれるときに心電図上 S↑ が上昇 して
いた とい う、心電図の異常ですが、死後 CTの 間接所見、非常に肺水腫、水 っぱくなつてき

ますので肺 に猛烈な 白い陰影が出てきますが、そ ういつたものを総合的に判断 して虚血性
心疾患 と。だか ら、ある程度は想像はつくのですが、直接所見が描出できない とい う意味

で信頼できないとい うふ うに言われてお りますので、CTで スクリーニングを して、それ以

上は MRIをや るほ うが最も効率的な方法かな と思います。

○門田座長 ほかにいかがで しょうか。 よろ しいですか。それでは、次に行 つて、また後
ほど時間があつた らデ ィスカッシ ョンを続けたい

.と

思います。次は、山本先生か ら資料 5

に基づいてご説明をお願い したい と思います。

○山本先生 ご紹介いただきあ りが とうございます。資料提供 したスライ ドと今 日提示す
るスライ ドが若干違いますので、見える方は手前のモニターをご覧 ください。私は、今、
Ai学会の理事長 とい う形でや らせていただいています し、死後画像の読影 については読影
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専門の第二者組織 として Ai情報セ ンタこ とい うものを昨年立ち上げま して、そこの代表理

事 とい う形 で も勤務 を してお ります。その資料についてはい ちばん最後の頁が患者様 向け
の資料 となってお ります。

今回のテーマは、私が聞いた ときには、モデル事業 の補足 をするような立場での Aiの 活

用 なのか、そ うい うよ うな形 なのか と最初 は思っていたのですが、足立政務官のほ うか ら
お話をいただいた ときには、今回は Aiを活用す るための Aiを 中心 としたよ うな形 での死

因究明を有効 に使 つていきたい と。 そ うい うお話 をいただ きま した。今までいろいろな検

討会があ りま して、法医学の先生 の立場、病理の先生 の立場 、実際の読影 にかかわ る とこ

ろ、その私た ち放射線科 の立場、また、実際 に撮影す るのは診療放射線技師の方々なので

す。それぞれ の立場か らの話 とい うのが今 まであるのですが、 どうもよく考えてみ る と遺

族 の視点が欠 けている。いちばん問題なのは、最初 の足立先生の挨拶にもあつた とお り、

遺族が納得 できる、現在 日本 で行 える死因究明は何 なのか。 その視 点に立 った話が、 どう

も上滑 りなのかわか らないのです が、なかなか深 まつていかない とい うのがあると思いま

す。

では、何 が遺族 の視点に立 った話なのか とい うと、すつ には、遺族が受 け入れやす い検
査 である必要があると思います。 また、その検査結果、3割 しかわか らない といった として

も、それの検査 をす ることによる納得が得 られ る検査、また、公平な判断ができる検査。
監察医療制度 とい うのがあ るのですが、大都市に限定 され ているのです。 ただ し、 日本の

85%以 上の方 は大都市の圏外 に生活 してい る。そ うい った所 の方々 も平等 に死因究明 をで

きる、そ うい ったシステムをつ くらなければいけない とい うふ うに私は考えてお ります。
これは小説 の影響 もあるか もしれ ないのですが、現実 には、私た ち医療関係者以上 に Ai

とい う言葉 を遺族 の方が知 つてお りま して、実際に千葉 大で勤務 していた ときには、 「Ai

をや って くだ さい」 と直接遺族 か ら頼まれ ることもあるのです。それ ぐらい、世の中には
この Autopsy imagingと い う言葉が広まつているとい う現実があ ります。     1

ただ し、 こ ういった現実はなかなか伝わ りにくくて、実際によく出て くる新聞報道 は、
これは 6月 12日 の、本 当につい先 日の記事です。 「死後画像で十分」は、わずか 3%、 厚
労省班研究。 この班研究は、実際 に私 と塩谷先生 も入 つていたのですが、首班の先生が病
理 の先生です ので、病理 の先生の立場か ら見 ると画像 だ けでは十分 ではない とい う認識 に

なつて しま うのです。

それで、私たち放射線科 医 としては、別 に、取って代 わ ろ うとは思つていない のですが、
新聞記事のほ うでは、 「解剖 の代替は困難 Jと い う形 の記事 になつて しまいます:遺族が

望 んでい るのは、体に傷 を付 けた くない、ただ しある程度死因は究明 したい。それが普通
の方の真 っ当な意見だ と思 うのです。そ うい うことを全 く考えない こうい う記事が出て し

ま うのは、私 としてもす ごく心外です。

それで、 これは一体なぜ こ うい うことが起 こるのか。解剖 とい うものが普通の医療行為
だ と何に当たるか とい うと、おそ らく、手術 に当た ると思 うのです。私たちは魔術師で も

何 で もないので、 自分に来 た患者様 を直接表か ら見ただ けで 「あなたは癌 があるか ら手術
を しま しょ う」 と言 う外科 医の先生はいない と尽 うのです。癌 と判明 して、それが治療効
果がある手術 に持 ってい くためにはいろい ろな検査が必要だ と。そのための一つの方法が

画像診断だ と思 うのです。 です ので、患者様が来た。 そ このために、まず 、解剖 が必要か

どうかのスク リーニングのため、異状死 を発見す るためのスク リーニングとして Aiが 必要
だ と。そ ういった使い方を してほ しい。

海外だ と剖検率が高い とい う前提があるので、別 に、それは構 わないのか も しれ ないの

ですが、 日本は解剖率力`低 いです。異状死に対する解剖率 は 10%と かい うのですが、本 当
の異状死 とい うのは病院 の外 で亡 くなつた ものだけなのか。いま問題になっている診療関
連死 とい うのは病院の中で亡 くな っている事例なのです。 そ うい うものも含 めた全体の解
剖率 とい うのは、実は、2%台 なのです。 これだけ しか解剖ができていない。 100人 いた ら
97人 、98人は表か ら見ただけで死因を決めているのです。 どう見てもこれ は異状だ と6解
剖 は、先 ほ ども言 つたよ うに、遺族 にや さしい検査ではないので、 これはなかなか受け入
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れ られない。 そ ういつて困つた ところで救急 の先生方が使いだ したのが Aiだ とい うところ

はあ ります。

先 ほ ど塩 谷先 生 もおつ しゃつていたのです が、別 に、私たちは画像だけで診断 していま

せ ん。通常 の読影業務で も、臨床情報、電子 カルテの情報を全 部参照に し、生前のデータ

があ るので した らそれ も参考に した上 で画像診断 をす るのです。 ですので、そ うい ったも

のを加味 した上で判断す るべきです。私たちが本 当に素直に 「画像 だけで 3割」 と言 うの

を、ほかの先生方が使 った場合 には、あなたたちは本 当にそ ういった情報 を何 も信用 しな

いで解剖 だ けの所見でや つてみた らどれ ぐ らいなのか、 とい うことを逆に聞 きたい と思い

ます。

です ので、死因究明 とい うのは、おそ らく、いろい ろなモダ リテ ィ、情報 もあ ります し

薬物検査 もあ ります し検死の情報 もある。 あ る先生か ら聞いた ところでは、検死の情報だ

けで 6割 ぐらいは死因究明ができる とい うところの意見 もあ りますので、異状死 に関 して

は この検死情報 と Aiを 組 み合わせ る とい うセ ッ トが、 日本である程度広まつていけた らな

と考 えてお ります。

ここか らはス ライ ドにあると思います。 も う一回お さらい します。 どうして も取 つて代

わ ろ うとは思わないのですが、利点 。欠点 を述べなけれ ばいけない場合には、対象 となる

ものは解剖 とい う形 にな ります。 この解剖 とい うのは、遺族の承諾 がなかなか得 に くくて、

現実 として 2%台 です。 これは、解剖 医を増やそ うが何 を しよ うが、遺族のほ うか ら 「やつ

て くだ さい」 とい うお願 いがない限 りは増 えないのです。放射線科 もそ うなのです が、依

頼 を され て初 めて検査が成 立す るのです。 これは、司法の強制解音J以 外はみ んな同 じ立場

だ と思います。 それに対 して、Aiと い うのは遺族 に とつて優 しい検査だと思 うので、拒否

例 はほ とん どあ りません。 また、 も う一つ重要なのは、情報提供 までの時間です。 検査時

間は 10分 程度で終わつて、ざっ とした意見だつた ら数時間以内に遺族にす ぐ伝 えることが

で きる。 それ に対 して、解剖 は、固定標本 をつ くつて、顕微鏡 で覗 いて結果 をま とめるま

で数 力月かかつて しま うのです。

それか ら、 これは情報セ ンター をつ くった ところの意義にもあるのです が、第二者 とし

ての評価 が可能 か どうか。画像デー タは院外 に持 ち出 し、これ は改宣できない とかセ キュ

リテ ィの問題 をク リア した上ですが、第二者 の事件 をその画像 を提供することでみ んなで

評価す るこ とがで きます。 それ に対 して、一度破壊検査 をして しまった場合 には、 それ を

も う一回検 査す る とい うのはなかなか難 しい と思います。また、検査費用 に対 して も値段

がかな り違 う。 も う一つ、裁判員制度 の場合 には、画像情報は提示す るこ とが可能 ではな

いか とい うことも言えると思います。

ですので、今 回、画像診 断 とい う形 で検討会が立ち上がつた と思 うのですが、基本 にな

るものは CTです。 これは全国一定 レベルで どこで も行 える。簡便に行われて遺族 に優 しい

とい うところがあるので、まず これ を基準 に判断すべきで、MRが どうだ造影 CTは どうか と

い うのは、 またその後 にこの制度がきちっ とできて、予算請求 がで きた上ですべき問題だ

と思います。 ここで重要なのは、Aiを行 うのは診療放射線技師 なのです。Aiを 読影す るの

は画像診断 です か ら、放射線科医なのです。 どうも、放射線科 とい うのは今 まで 日陰者で

して、あま り表 に出てこなかつたので、画像診断は誰がす るのだろ うと。今 までは この死

因究明 とい う大 きな括 りの中で考 え られ ていたので、おそ らく、死 因究明にかかわ る人た

ちは法医学 の先生方あるいは病理 の先 生方 とい うところにコンサル トをして、 「ど うした

らいいので しょ うね」 とい う形の依頼 が多 か ったのです が、私 たち も、や っ とや らなけれ

ばいけない な と。社会的なニーズがあ る とい うこと、必要に迫 られ ている とい うこ とがあ

つて、や つ と発言 し始めた とい うのが現状 です。

ここで費用 が必要だ と。 これ は何の費用 なのか とい うと、先 ほ どの資料 で、厚労省 の方
々はお金 を付 けて くだ さいま した。確 かに、画期的な ことだ と思 うのです が、要 は箱物な

のですね。実際に私たちは現場でも う Aiを や つているのです。国か ら箱物 に費用が付いた

か らや つてい るのではな くて、 自発的 にや つてい るのです。では、何が必要 なのか とい う

と、撮影 したその技師に対す る正 当な費用 、 あるいは読影 した ときに対す る正 当な費用、
・
                                    13



これを払つて くだ さい。それ さえ払えれば、現状である程度施設があ ります。ただ、死体
損壊が激 しい症例な どについて専用めものが必要かもしれないので、それに対する整備が
必要かもしれないのですが、CTは オモチャではないのです。高等な撮影診療機械ですので、
それをきちん と動かせ る技師が必要です。なおかつ、 どういった形で撮 るとい うプロ トコ
ールを決める放射線科医の判断が必要です。ですので、そ うい うことを加味 した費用を是
非付けていただきたいと思います。
Aiセ ンターですが、これは私が千葉大に所属 していましたので少 し話 しますが、現実に

は 2005年 の 11月 か ら始めています。今年の 5月 で 350例 です。かなりの件数をこなして
います。ただ(い ろいろな段階がありま して、私 も最初は病理 と対比 しない とどんな現象
が起こるかわか らない。ですので、病理解剖 とセ ッ トで行 うことを始めま した。ただ し、
解剖数が限 られていて検査件数がなかなか増えなぃので、2007年 か らは院外の病院か らも
受け付けるように しま した。 これが Aiセ ンターの名称の基になっています。

それで、2009年 か らは病理解剖の有無にかかわらず、遺族が承諾 したものに対 しては全
例 Ai実施 となっています。そ うするとどうなるかとい うと、グラフで表 したよ うに、2005
年から年々増加の一途を辿 ります。病理解剖数は、いちばん下にあるのですが、年間 40例
前後で推移 しているのですが、検査件数は増えて くる。ですので、病理解剖があったに越
したことはないのですが、解剖 と画像検査は別 とい う認識を持って ください。そ うしない
と、解剖医がいない所の施設では Aiが できないとい うことにもな りかれません。

こういつた形で、現在ではいくつかの病院で Aiセ ンターが稼働 しまして、今 日委員 とし
て参加なさっている宮崎先生の佐賀大学医学部でも Aiが 稼働 し始めた、札幌医科大学でも
教育 GPを 獲得 して検査をしているとい う実情があります。

また、Ai学会のほ うで 10施設で実施 しているものに申請 してくださいといった場合には、
もう 10何施設以上登録 とい う現実もあ ります。ですので、社会的にはある程度認知 されて、
実際の臨床の現場で動いているとい うのが Aiの 現状だ と思います。ただ し、なかなか難 し
い とこ、ろがあって、や りた くない とい う方 もあるのです。それは、社会制度 としてきちっ
と認定 されていないか ら、あるいは院内のコンセンサスが得 られていないか らです。では、
そのために何 をした らいいのかとい う形で臨床のいろいろな各科医が活動 を始めています。
Ai学会は 2ё03年 か ら、 日本医師会は今まで積極的に検討 していただいて 2007年 からで、
今年も中間答申を出 していただいてお ります。今後 も活動は続 くと思います。 また、技師
会のほ うも 2008年 からです。この診療法射線技師たちが CT装置を使ってやる検査 とい う
認識がものすごく強 くて、こちらも活用検討委員会なのです。2008年 から継続的に検ヽ討会
を行っていま して、今度の 7月 にはシンポジウムも行われる予定です。

本来で した ら、いちばん最初に動かなければいけなかったのは法射線専門医会、あるい
は法射線学会なのですが、諸般の事情 として、まず死後画像について慣れている先生がい
なかった:あ と、当然、費用が付かなかった。読影 を した場合に、間違つたことを書いて、
それが何か問題が起 こるのではないか。裁判所に出廷 して意見を言わなければいけない と
か、通常の 日常業務でも生きている患者の読影で忙 しいのです。そ ういったものに加 えて、
なぜただ働 きまで して リスクを背負わなければいけないのかとい うのが今まで根底にあ り
ま したので、なかなか前向きにな らなかった。ただ し、社会的な意義はある、そ してこれ
は必ず必要になる検査なのだ、とい うところで 2009年 に Aiの ワーキンググループが設立
されました。

この目的 とい うのは何か。おそ らく、Aiが 新 しい死因究明制度に組み込まれるだろう。
それを予測 して、見越 した上で臨床医側に立った死因究明制度。画像診断が Alの 中心です
ので、司法解剖、病理解剖 と切 り離 した、まず画像診断で何ができるか、何 を しなければ
いけないのか、 とい うことを考える目的の会です。そのために、いちばんネ ックとなって
いたのが適切な報酬 を付けてくだ さい と。また、きちっとした読影 を行 うためにはデータ
の集積 と教育が必要だろ う。そ ういった形の活動 もしなければいけない。 こういうた形で
の教育制度、先 日、札幌で第 1回 目の研修会も開かれたのですが、やっと動き出 したぐら
いです。
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問題 点 としては、まだ読影 できる先生が少 ない とい うこと。 それか ら、得 られ た所見が

ど う解釈すべ きか。 ここ ら辺 の統一が、読影本はで きているのですが、まだ難 しいb臨床
の先生方がいちばん恐れ てい るのは、間違 った場合 に訴 えられて しま うのか。そ ういった

リスクが あるのでなかなか難 しい ところが あ ります。 ただ、 こ ういった先生方は、読ま さ

れ た ら読むか もしれ ませ んが、 もしか して別 にコンサル トで きるシステムがあった らそち
らに流す とい うこ とも可能 なのです。放射 線科医 とい うのは、撮影 について もある程度の

意見を言 いますので、その施設の CT装 置で こうやつて撮 って くれ、 とい うサジェスチ ョン

は絶対 にできるはずなのです。ですので(Aiは 撮 る、ただ し読影 については第二者機 関に

回す。そ ういったシステ ムも必要なのではないか とい うのがこの Aiの ワーキンググループ

での課題 にな りま して、今 のこの Ai情報セ ンターの設立につながっています。活動 として

は、ガイ ドラインをつ くるヾ読影 のための本 をつ くる とい うことになってお ります。
それで、や つ とヮー キ ンググループが活動 しま して、情報セ ンターをつ くろ うと。 この

情報セ ンターの役割 は何 なのか。一つは、遺族が求める情報 が、私たち医療者側 が必要 と

す る情報 とは違 うのではないか。私たちは、今 まで、生 きている患者 に対 して正 しい レポ
∵ 卜を書 くことが絶対 に必要 なのだな と。 そ ういつた こ とを重点的に考 えて正確 な レポー

トをつ くる、そのために研鑽 を重ねていろいろ勉強 していたのですが、 ど うも、遺族はそ
れ だけではないのではないか と。遺族が求 めたいのは公平、公正 中立的な第二者 としての

意 見が聞 きたい とい うことがあるみたいなのです。

そ うい つたことに気 づいたTつ の要因は、亀 田のテオ フィ リン中毒の訴訟 とい うものが

あ りま して、カテーテル を挿入 した ときに血管 を傷つ けて出血 したのではないか とい う形
に遺族 が訴 えたのです。 ただ し、 この症例 に対 して病院 内の病理解剖が行 われてい る。病
理解剖 で血管に傷 はないのです。 ただ し、裁判 になった ときにそれが証拠採用 され ないの

です。

なぜ か とい うと、医療事故 において、院 内の解剖所 見 とい うのは同 じ組織の中の人間が

行 つた手技ですので証拠能力がない とい う形 の鑑定になって しま う。Aiも 、同 じ院内で読
影 の先生が読んで しまつた場合 に、 これが問題 になる可能性がある。病理解剖が認 め られ
なか った最高裁 の判断 としては、客観性が ないか ら証拠採用 しなかつた。 そ うい うふ うに

検 察が言 つているのは合理的だろ うと。CTと い うのは画像診断で、第二者 にも意 見が求め
られ る。 だか ら、そ こで血管が傷つけ られ た よ うなアーチファク トが出た とした らそちら
のほ うを優先す るとい うのは判断 として合理的です よ、 とい うのが最高裁 の判決で した。

それで、実際には、今後、裁判員制度があって、解剖 の所見 よりも Aiめ 所見の ほ うが証
拠採用 され る率が高 くなって くるで しょうし、 どこかの事例で Aiが 証拠採用 され た とす る
と、今度、裁判官の方は、あの事例では Aiが 情報 として提供 されたのになぜ今回 は提示 さ
れ ないのか、 とい うことにもな りかねない と思います。

も う一つ、この第二者 の意見を遺族 が必要 としてい る とい う事例 を提示 いた します。 こ

れ は名古屋大学の事例なのですが、 1歳 のお子様が手術 の後に急変 して亡 くなった。遺族 は

第 二者 と しての解剖 を してほ しい と病院 に言 つたのです が、擦 った揉んだでなか なか決ま

らな くて、その ご遺体が 2カ 月間そのまま安置 されて しまった とい うものです。名 古屋大

学 は、基 本的に、以前 に事故が あつた とい うこ とで 「隠 さない、 ごまか さない 、逃 げな
い」 とい う原只」をつ くって、院内の リスクマネージメン トはきちっ としているのです。 し
か し、遺族 のほ うが病院 に対 して治療 に不信感 を持って しまった。 こうい う場合 は、い く
ら病院 のほ うが高邁 な理想 を掲げても、遺族 としては殻 の中に閉 じこもつて しま って意見
を聞かない。ただ、名古屋 はモデル事業 の地域で、も う一つ、剖検運営 システム といって、
輪番制 でほかの施設 の解剖 を受 け入れ るとい う形のシ不テムもあったのですが、 これは、
も ともと、 自分の所 で病理解剖 で きない ときに受 け付 けます よ、 とい うタイプの システム

で したので、名古屋 大学 は 自分の所でで きる、ではなぜ こんなものを使 うのか、 とい う形
で最初は利用 しなかった よ うです。

それ で、後か ら考 える と、 これ はモデル 事業のほ うがいいのではないか とい う声 もあっ
た のです が、これ に対 しては、モデル事業 を異状死に限定 して運用 してい ると。 ただ し、

15



名古屋大の判断では、医療過誤にあたらない と院内の検討会で判断 した らしいです。 自分
の所で、これは異状死でない と判断 して しまったために、モデル事業には届け出られなか
つた。 ここが問題 なのです。遺族 としては第二者の意見を当然聞きたい。医療機関として

は、自分は正 しい医療行為を行 つていて、院内の検討会 も開催 している。ただ し、医療関
連死か どうかわか らないのです。その判断材料 もないのです。モデル事業 に届け出るには、
診療行為に関連 した死亡例を受 けるとい うことになっているので、そ うか どうかわか らな
い段階ではなかなか難 しい。 ここがこの医療機関 とモデル事業の間のジレンマなのではな
いかと思います。

ではヾここで Aiを 活用 したらどうなるか。なおかつ、第二者の意見 としての Aiを 取 り

入れると、情報センターに意見 を聞 くことが第二者 としてはできる。医療機関者 としては、
院内の検討会の ときにこの客観的な情報も参考に して、これはやは リモデル事業に届け出
るかどうかとい うのも判断できるのだと思います。 ここまでは医療機関で行 う行為。 もし
これが今後続 くか もしれないモデル事業で行われた場合には、この情報 と剖検 を組み合わ
せて、精度の高い報告を行って くれ とい う形になるのではないかと思ぃます。ただ し、こ

れは別ルー トから Aiを 依頼 されています。
ここでポイン トなのは、そこの病院でやる Aiに ついては遺族は何 ら文句を言わないので

す。それに対 して、第二者の意見が聞きたい とい う形で画像が私の所に送 られてきま した。
名古屋大の先生 も、きちん と読影 を してお りま して、そこの所の読影結果 と私たちの読影
結果は相違点があ りませんで した。そ して、その結果をまた遺族に説明す ると、遺族のほ

うか らは本当に感謝 しま したとい う形で直接御礼が くるのです。今まで、私は生きている
方の読影 をずつと 10年以上やらてぃるのですが、診断 された方から直接 レポー トの報告書
について感謝 され るとい うことはまずないのです。 レポー トを通 して、なおかつ主治医を
通 しての媒介ですので、私たちがこうい うふ うな形で社会貢献ができるのだ とい うのが、
この Aiと い うものの特徴であり、放射線科医がかかわるべきところなのかもしれないと思
います。

ただ し、解割 は どうなうたか とい うと、最初に揉 めて しまいま したか ら、遺族側の弁護
士立ち会いで、2時間で、傷みがひ どかつた と。死因に結び付 くような話は特になかった。
なおかつ、病理の結果はさらに 1カ 月かかる。 これがよくある報告例 となって しまいます。

ですので、モデル事業は、こういつた形で診療行為に関連 した死亡を適 当 と考えられ る
事例を受け付けると言つているのですが、医療機関側か らす ると、どれが適 当か適 当でな
いか決め られな くて迷っているのです。そこが問題 なのです。ですので、これをきちっと
決めるために何が使 えるのか。たぶん Aiな のではないかと思います。

実際に Aiを 活用 していないモデル事業はどうなっているかとい うと、結果は 10カ 月以
上で、1例 当り 94.7万 とい う形になっているので、このままだといかんだろ うと。ですの

で、今後の死因究明システムは どうすればいいのか。一つは、今まで既存の形のモデル事
業を中心 としたものがあるか と思いますが、も う一つ、今回の検討会をベニスにしていた
だいた Aiを 基盤 とした死因究明システムも検討 していただきたいと思います。この場合の

Aiと い うのは、解剖の代替ではないのです。スク リーニングとしてやって ください。 これ
は客観性があって、第二者に依頼することができる。また、 即時性があって遺族にす ぐ説
明ができる。ここら辺が遺族に優 しい検査 とい う形になると思います。なおかつ、異状を

見つけることだけが問題ではないのです。医療事故の場合 とうのは、おそ らく、みんな医
療事故かもしれない とい う形で疑心暗鬼になっているのです」ですので、画像を撮 って、
所見がなくても構わない。逆に、所見がないことのほ うが重要なのです。要は、医療事故
に伴 う出血や臓器損傷がないのです よ、とい うことを言つてあげることができれば、まず
その病院の段階での患者 と医療者側のコンフ リク トがなくなるのではないか と私は考えま

す。

それで、ここの図では、現在のモデル事業は医療関連死に関連 した部分 と。 どうも、今
まで、解割の事例でどこが重要か とい うと、この異状死 16万 体について 1万 6,000体 しか

解剖ができていません、10%です よ、とい うことが言われているのですが、本当に異状死
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は病 院 の外だけなのか とい うと、絶対 にそんなことはあ り得 ないのです。多 く亡くなって

い るのは当然病院 の中なので、 この中にも異状死は当然入 つてきます。 なおかつ、モデル

事業 とい うのは、 この病院の中で亡 くなった ものの中のごく一部の医療 関連死 しか扱 って

いないので、これ のおまけ として Aiが 使 われた ら、本当に顕微鏡 の虫眼鏡で見 るよ うな形

の検 査 に しかな らない。 これはや めていただきたい。

で は、 どうす るか。 とりあえずスク リーニ ングとして全体 に Aiを 行 つて くだ さい。です

ので、たぶん、異 状死 に関 しては不明死体か ら事件性 のもの をスク リーニング しま しょう。

検死 の情報 と併せ て初動捜査 を確 実 にす る。 そ うす ると、たぶん、捜査費用が どの ぐらい

軽減 す るか とい うことがエ ビデ ンス として出て くるか もしれ ません。 また、病院の中に関

して は、医療過誤死 とかい う問題 もあると思 うので、そちらに関 しては、Aiを 行 うことに

よつて訴訟 リス クが どの ぐらい減 るか とい うエ ビデ ンス も出て くるか も しれ ません。です

ので 、院外であろ うが院内であろ うが、Aiを や ることのデメ リッ トはあま りないのではな
いか、や るためにはきちん とお金 を付 けて くだ さい と。

それ で、問題 としてす ごく挙が つていたのは、医療訴訟 になる.と きの問題 が遺族 と担当

医に情報が共有できないため、溝があった と。それ を埋めるのが Aiと い う客観デー タとい

うふ うになると思 います。 この情報 を基 にす る と、医療者側 のみが情報 を持 ってい るので

はな くて、遺族側 に も提供できる。情報格差 もな くし、なおかつ第三者 の意見 も聞けると

い うことにな ります。

で は、なぜ Ai情報セ ンターが必要なのか、各地に Aiセ ンターができたか らいいのでは

ないか と。 どうも、Aiを 行 えるのは一般病院 、最近増 えてきた Aiセ ンターや法医学教室の

cT装置 とい うのもあ ります。 も う一つは、モバイル CTの 活用 も検討 され るべ きだと思いま

す。 ただ、それぞれ に利 点 と欠点があつて、一般病院 ではきちん と検査 の撮影 ができる診

療放 射線技師 はい るのです。 ただ し、読影 で きる医師がいるか どうかは不明である。法医

学教室 では、おそ らく、放射線科 医が所属 してい る所がほ とん どない、協力で きている所

もまだ少 ないので読影 で きるか ど うかわか らない。 あ と、一般病院では外 か らの症例につ

いて引 き受 ける とい う所 はまだ本 当に限 られ ています。ですので、撮 る所 で全部読影 まで

行お うとす ると無理 が ある。 これ を解消す るために何 をすればいいか。二般病院の問題 と
い うのは、あま りうちで Aiを や つているとい うのは大きな声で言 つてほ しくないんだよね

と。 自分の病院で亡 くな った ときには しょうがないけれ ども、外 か らの検査なんて絶対に

引き受 けた くないんだ よ と。実は、放射線科 の先生が死体 を読んだ ことがないか ら読みた

くない と言 つてい るんだ よね と。講演会でや ると、 こ うい う声がい くつか聞 こえて くるの

です。 そ うす ると、何 が問題 か とい うと、検 査だけはきちん と行 って ください、読影 は ど

こか 引 き受 ける施設 が あればそ こに回せ ばいいのではないか とい う形の意見にな ります。
です ので、院内で実施 で きる場合 にはそ こでや つて もらう。院内で実施 で きない場合は、

受付先 としていて今だいぶ増 えてきた Aiセ ンターを利用 してもらう、あるいはモバイル CT

を利 用 してもらう。 また、読影に関 しては専門医会が立ち上げた Aiワ ーキング とか、メン

バー が所属 してい る Ai情 報センター を活用 していただきたい。

それ で、 どれ について行 うか とい うのが今 回の検討会で是非議論 していただ きたい とこ

ろです。 よく言われ るのは大 きなイベ ン ト、手術 の後 に急変 した症例 とい う意 見もあ りま

す し、児童虐待 についてやっていただきたい とい うの も日本医師会の提言 としてあ ります。
また、 も う一つ、 これ は多 くの遺族 がそ うなのですが、 どんな普通の病気 で も最後は急変

す る こ とが多いのです。 そ うした場合 に、何 が起 こったかわか らないか ら、別 に、病院 を

疑 つているわけではないのだけれ ども何が起 こったか知 りたい、死因をあ る程度推定 した

い とい うのがあ ります。 そ ういつた場合 にも、遺族 の要望 に対 して応 え られ るような形で

Aiを 実施できる体制 を整 えていただきたい と思います。

です ので、 この場合 は検査 と読影 を分 ける。検査 は診療放射線技師、読影 は放射線科の

専門 医、それぞれ別 に費用が必要だ とい うこ とをまず認識 していただきたぃ と思います。
そ うす ると、検査 の実施 は各施設 で行 うことができて、少 なくとも、これ を各 県に一つ、

外部 か らの依頼を受 け付 ける機関ができれ ば、そ こでまず Aiだ けを行って しま う。 もしそ
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こで読影 ができるのであれ ばそ こで任せて もいいで しょ ぅし、そこで読影 できた として も

第二者の意見が聞 きたい とい う遺族 の要望があった場合には、それを Ai情 報センターに送

つていただ く。 こ ういつた形 の フォ ローができれば良い制度 ができるので はないか と思い

ます。

それ で、医療 事故の場合 に何 が問題なのか。 ポイ ン トは、起きた ときにす ぐ亡 くなる事

例以外 の ものが た くさんあるのです。医療者側 も必死に救命 しよ うとす るので、事故が発

生 した とき、それ か ら患者 さんが亡 くなつた場合にタイムラグがあるのです。そ うす ると、

起 きた ときの画像 と亡 くなった ときの画像 の間でい ろい ろ情報が変わって しま う。今まで

こういつたことに言及 しないで行われてきたのが剖検だけなのです。剖検 とい うのはす ご

く優れているのですが、発生 した ときの状況にいろいろな情報が修飾 されてしま うところ

が問題です。事件が発生 した ときと亡くなつたときの両方で Aiを撮つてあげれば、この画

像 2つ を比較 して、どういつたイベン トが起 こったかとい うことを今まで以上に精査でき

るのではないか と思います。

その情報を、院内の安全委員会だと第二者の意見ではない とい う意見があるか もしれ な
いので、これを情報センターで読影する。それ で異状死の疑いがあった ら、この後、解剖

に回す。そ うい う流れもあっていいのではないかと思います。ですので、院内での実施 、

情報センターの活用、最後に剖検 とい う流れができると思います。現在、Ai情報センター

にっいてはホー ムページである程度活動が紹介できています。年間 3,000例 ぐらいまでは

読影可能です。 メンバーとしてはワーキンググループの中の 6名 の放射線科の専門医が所

属 しています。

今後なのですが、前に放射線科のニュース レターで載ったのですが、4%ぐ らいの人を向

ければ、異状死 16万 体は何 とかなるのではないか。そのために向けて、現在、研修会の制

度あるいはガイ ドラインな どの整備を整えている途 中です。費用は どの ぐらいか。 日本 医

師会のほ うの答 申で、1体 の費用を 5万 2,500円 とい う形を試算 していますので、これがベ

ースになるのではないかと思います。また、情報センタニでの読影依頼は 1件 について 3

万円 とい う額を今のところ設定 してお ります。読影方法についてはインターネ ッ トを経 由

した簡易なシステムで、普通にパ ソコンが使 える方で した ら使えるよ うなシ不テムを目指
しています。

そ ういつた形 で、社会的にも活用するためのデータベースの蓄積 も行つてい くとい うの

も、今後、情報センターの活動の一つです。 目的としては、Aiは 医療の現場のエン ドポイ
ン トで医療従事者が診断 しま しょう。費用は医療費外か ら医療現場に支払 つてください。
Ai情報については医療従事者並びに遺族の関係者にも中立的かつ公平に提示するシステム

にしてください。そ ういうふ うになっています。

最後です。遺族の立場での死因究明制度 を是非 とも確立 してほ しい と思います。今回の

Aiと い うのは基本的に画像診断です。検査を行 うのは技師であ り、読影は放射線科専門医
が行います。それぞれについて、物ではなくて人に費用を付けてください。Aiを スクリー

ニングとして活用 してくだ さい。 これが私 としての意見です。 どうもあ りがとうございま

した。

○門田座長 非常に説得力のあるご発表をしていただきましたが、まだ 10分 か 15分 ぐら
いの時間はあると思いますので、いまの山本先生か らのご発表についてのご質問をお願 い

したいと思います。

○今村先生 2点 あります。 日本医師会は、例えばこの制度をつくるためにはきちんとした

費用・拠出を していただかなければできない とうことは申 し上げていて、塩谷先生や山本先

生も金額について触れていただい たのですが、現在、千葉大の Aiセ ンターは年々読影が増
えているとい うことがあるのですが、この費用にういてはほとん ど持 ち出 しとい うことで

よろしいので しようか。今、全国に Aiセ ンターが多数できている中で、皆 さんはど、のよう
に運営されているのかなとい うことが 1点 あ ります。

もう 1点 はt情報の共有 とい うか、集約 とぃ うのはとても大事だと思っているのですが、

今、Ai情報セ ンターのほ うには読影の依頼が どんどん増えてきているので しょうか。現状
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だけ教 えていただけませんか。

○山本先生  1点 目の千葉大での検査の状況なのですが、基本的に病院持ちです。 もともと

が科研 費 を少 し付 けていただいて始 めた ものなのですが、技 師の協力 と放射線 科診断医が

生体 の読影 の合間 をぬって何 とか こな してい る とい うのが現状です。私た ちの施設で した

ら、何 とか我慢 してね とい う形 で言 えるか もしれないのです が、全国に広 げる場合 には絶

対にあつて はな らない ことなのです。正 当な行為 に対 しては正 当な費用 を拠出 していただ

きたい とい うのが私たちの要望です。

も う 1点 、Ai情 報センターなのですが、実際 に郵送受付を始めたのは 4月 か らです。ま

だ、 アナ ウンス不足 とい うのがあ りま して、郵送 でぼちばち来てい るだけです。 なおかつ、

一般財 口法人 とい う形 ですので、国の援助 が全 くない状態で、私 もほ とん どただ働 きで給

料が出ていないのです。早 く何 とか していただ きたい とい うのが、も う一つ私 の希望 とし

てあ ります。

○北村先生 山本先生、Aiに 対す る考え方、詳 しい解説 をあ りが とうございま した。 日本

放射線技師会でも 2008年 か ら Ai活 用検討委員会 とい うことで、山本先生 と相談 させてい

ただ きなが らいろいろな ことで活動 してきてお ります。その中で、Aiの検査 を行 うのは我

々診療放射線技師 とい うことで、CT等 を使 つた院内ガイ ドラインを作成 して今年春に出 さ

せて いただいてお ります。 それは感染 の問題 とか撮像法の問題 を含 めて、診療放射線技師

が どこで も同 じよ うな形でできない と駄 目だ とい うこ とでそ うい うガイ ドライ ンを出させ

てい ただいてお ります。 また、調査等 を行 った結果、 これまで全国の病院 でほ とん どの所

はこ うい う Aiの 検査を行 つてい ると。その中で、先 ほ ど説明の中であった とお り、医療費

の中で 30何 %と か、病院 の持 ち出 し 30%と い う形で、実際にはそ うい う検査 をやつてい く

と費用 の問題 も嵩んで くる とい うことが あ りま して、それを どう扱 うか。今回 こ うい う検

討会 の 中で、そ うい う費用負担の問題 も含 めて、 さらに診療放射線技師を どう使 うか とい

うこ とも含 めた形の検討 をお願 い したい と思つてお ります。

○門 田座長  先 ほ どの今村先生の ご質問に対 して、山本先生は郵送で とお っ しゃ られたの

です が、郵送 なのですか。今のこの時期に郵送なのか と思ったのですが。

○山本先 生 施設 によっては、直接ネ ッ ト経 由でや る とセキュ リテ ィが と考 え る病院もあ

るのです。 です ので、そ ういつた所か らも受 け付 け られ るよ うな形 と、も う一 つは、こち

らと してはネ ッ トがいちばん楽なのです が、それには設備投資を しなけれ ばい けないので

すが、そのお金があま りない と。ですので、いまは ミニマムスター トで、7月 か らは読影 を

ネ ッ トで受 け付 ける予定なのです が、今後件数 がす ごく増 えた ら当然大変 にな って しま う

かな とい うのが現状です。

○池 田先生  両先生のお話 を聞いていて、私は両先生 をよく存 じ上げてい ます のでいまの

お話 については大変 あ りがた く拝聴 したのですが、 この検討会に もかかわ るこ となのです

が、そ もそ も死因究明を何 のためにす るか とい うことで、山本先生は比較的 ご遺族の立場

に立 ってい るな と。塩谷先 生は、異状死体 の中に犯罪 の見落 としもあるとかて あるいは死

因を究明 して後の医療 に役 立て よ うとか、観点のニ ュアンスがち ょっと違 うと思 うのです

が、 この検討会 はそ もそ も死因究明に資す る死亡時画像診断です ので、死 因究 明を何のた

めにす るか とい うところを委員の先生方が共有 しない と話が進 まないのではないか と思 う

のです。何 のために死因究明 をす るか とい うのは、たぶん、立場 にようてそれ ぞれ違 うは

ず なのです。例 えば病理 の先生だ った ら、原因 を明 らかに して次の患者に役 立 てるとか、

あるいはモデル事業で した らば、死因究明、再発防止が第一義的な 目的 とい うことにな り

ます し、そのほか、保険 の公正のあ り方 とか公衆衛 生 の向上 とかいろいろある と思 うので

すが、私 は法医学者です けれ ども、解剖す る しない は別 として、死因究明 とい うのは、先

ほ ど山本先生が言いま したけれ ども、我 々医療者ができる最後 の ことです ので、それは究

極的 には死者 のために とい うか、死 んだ人 のためにす るものだ とい うふ うに我 々は学生時

代か ら習 つたのですが、そ うい うふ うな観 点がいちばん大事にな る。それ は延 いてはご遺

族のために もな ります して保険給付 の公正 にもな ります し、結局、それが国のためになる

のだ と。 です か ら、本来、 ご遺族のために とか、犯罪 の見落 と しをなくす ために とかい う
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ふ うな、そ うい うふ うな議論 で この死亡時画像診 断の活用 を狭 く考 える と、意見の違 う人
たちではま とま らないのだ と思 うのです。 ですか ら、死因究明は死者のために、死んだ人
が最後の情報 を発信 しているのを正確 に捉 える、それが、結局、みんなのためになって国

民のためにな るのだ とい うふ うな観点か ら議論 していただきたいな と私は思います。

○門田座長  この件 について、 どなたか ご発言があ りますか。いまおっ しゃっていただい

た池 田先生のお考 えも、死者 のためであるが、そ こか ら発展 して最終的 には国民のためで

あ り、いま生 きている人 の ところまで返 って くる とい うご理解 を、 とい うふ うな ことをお
つ しゃつていただいて、特に、例えば診療 関連死云々 とい うところに 目的 を絞 っているわ

けで も決 してない し、たぶん、足立政務官 が最初 にお話 されたのもそ こにつなが ってい る

かの ごとく思 ったのです。そ うい う方向かな とい うことで私 も最初 にご挨拶 申 し上 げ させ

ていただいてい ると思 うのです。

○宮崎先生 私の大学で Aiセ ンターを開いた とき、何のためにそれ を したのか とい う質問
をいろいろ受 けたのですが、一時期に、法 医の教授が転出 されてお られない時期 を 1年 ち

ょつ と経験 して非常に困つた時期が過去にあるも それ で、私 どもの所は救命救急セ ンター

に年間 8,000人 ぐらいの救急患者が来 られ るわけです。その中で、CPAの 患者 さんが結構入
つて くる。 それ を見 ると、法医がいなかった時期 もあるとい うこともあつて、最初か ら体

表検視で返 され て しま うのです。それ を後 か ら報告書 をず っ と見 る と、果 た して これは本

当にこれで よかったのか と。死因は、結局、疑いのままなのです。

本 当に死 因が究明できない とい うこともあ るのですが、 もう一つ は、本 当に犯罪 を見落

としていないのか。大学病院の外来まで来 ていなが らそれ を見落 と して しま うとい うこと
は避 けたい。 そ うい うこともあつて、専用 の CT機器 を入れて、それ で開いたのですが、開

くときに医師会 と県 と県警本部 の方に集 まつていただいて、これ を外に向かってオープ ン

とす るか ど うか。 それは、一つ は、先 ほ ど山本先生がおっ しゃった、を最初か ら考 えてお
かない とい けない。 これ は、池 田先生の言 われた何 のためか とい うことと関係す るのです
がく誰が希望す るのかし も し死者その もの とい うことであれば国が見るべ きだろ うと思 う
のですが、実際は要求は さま ざまなのです。家族 の方が、解剖は した くないけれ ども死 因
ははつき りさせ ていただ きたい とい う方 もお られ る し、警察のほ うは、司法解剖 をす るか

どうか とい う事前 の少 し時間が経 った よ うな ものを受 けて もらえるか どうか とか、医師会

のほ うは、 自分 の病院で起 こった問題 に対 してそ うい うことでや ってもらえるか とか、立

場はそれぞれ あ りますgそ れ で、 うちのほ うでいろいろ検討 した結果、それぞれ の要求す
る側 か ら料金 はいただこ うとい う、ち ょっ とファジーな制度をつ くったのです。 それで、

料金規定は独 自でいろいろなことを計算 した結果は、 この検討委員会が提 出 した 5方 強の

この額 とほ とん ど一緒で、読影料 と撮像料 は逆転 しています けれ ども、そ うい う料金 を設

定いた しま した。 それで、実際に どうか とい うと、司法のほ うは料金規定 を決 めた後は頼
まな くなつたのです。 これは どうかな とい うのはち ょっ と問題があるのですが、いちばん

多いのはご遺族です。解剖 は した くないけれ ども、5万 円強を払えばそれ を して もらえるな

らば とい うことで、精度 は 30%以 下だ とい うことはご説明 した上ですけれ ども、いちばん

多いのはご遺族だ とい う現状です。

○門田座長 それ では、今村先生。

○今村先生 池 田先生のおっ しゃることは本 当にその とお りだ と思 つています。別 に、山

本先生のお答 えを私がす るのは変なのです が、山本先生 もよくわか つてお られて、患者 の

視点 とい うのが抜 けて しま うのでそのことをあえて強調 されて言われたのかな と私 は理解
して聞いてお りま した。 とにか く、いまある死因の究明 とい うのが ほとん どな されていな
い状況を少 しでも改善す るためには、こ うい うスク リーニングとして Aiを 入れた らいいの

ではないか とい うことについてはほ とん どの方 も合意 とい うか、同 じ考えなので はないか

な と私は思 つています。

○今井先生 塩谷先生 と山本先生のお話 を伺 って私たちもほぼ同 じよ うな意見なのです が、
山本先生がお っ しゃっている Aiの スク リー ニングとい う意味は、私は少 し違和感 を感 じま

す。病理解剖 が減 つたのはなぜ か とい うと、画像診断学が進んで、死ぬ直前まで画像 も撮
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れ て、遺族 も ど うして亡 くなったのかの説明 もきちん と受けていて、そ うい った場合に新
たに Aiを や る必要があるか

｀
とい うのは大きな問題だ と思います。ですので、Aiを や るには

適用 をきちん とガイ ドライ ン等で決めてお く。 こ ういった場合 には Aiを や る、そ して必要

であれば解剖 にい く。 あるいは、Aiは解剖のための情報 として非常に必要だ とい うよ うな

位置づけでや つてい くとい うのが必須だ と思います。

も う一つは、私た ちは救命救急以外 ではあま り経験 しないのが法医関係 の事例 だ と思い

ます が、そ こはまた、私 は直接法医解剖 等の関連 の仕事 を していないのでわか りませんが、

基本 的にい ろい ろな情報 が少 ない 中でや ります ので、先 ほど塩谷先生がお見せ にな られた

よ うな、体表 か らは全 く変化 がないけれ ども内臓 は ミンチ状態だった とい うょ うな もめは

Aiでない と無理 だ と思いますので、そ こは、そ うい つた場合を考慮す るとスク リーニング

とい う考え方 も成 り立つ と思います。 ですので、その状況、院内死亡か院外 死亡か、ある

いは院内で も本 当の異状 死 と遺族 が考 えているか ど うか等によって考えてい くべ きかな と

思います。

○門 田座長  ほかに どなたか。

○隈本先生 実際に どれ ぐらいの費用 がかかるか とか、 どの ぐらいの人間が要 るのだろ う
か とい うことを具体的 に考 えて この検討会で提言すべ きだ と思 うのです。今、その 5万 円

とい うのはこの Ai情報セ ンターに コンサル トを依頼 した場合はプラス 3万 円 とい うことで

8万 円とい うことにな るので しょうか。 それか ら、具体的 にどの ぐらいの人数が実際に診断
が必要になるのか。 も う一つ、各病院にいろいろな CTが あると思 うのですが、実際に診断

をす るのは各県の Aiセ ンターだけになるのか。それ とも、各病院でやった画像を Ai情報
セ ンターで読影するとい うのが理想のイメージなので しょうか。その辺を山本先生にお伺
い したいと思います。

○山本先生 読影に関 しては 3万 円とい う額で規定 させていただいてお ります。各施設で

行 う場合にはそれぞれの規定がいろいろあるのですが、今のところはそこの施設で検査 と

読影 を行つた場合に 5万 円から 5万 2,500円 、6万 円までの間とい うのがある程度共通認識
かな と思っています。 あ と、 どれ ぐらい行 うか と。 これは、本当にもし全例行 うのでした

ら、年間 116万体 とい う形にな ります。全部の死亡にな ります。そこまでは必要ないだろ

うと。病院の外で した ら 16万 体が対象 になるかもしれませんが、それも判断が分かれると
ころです。要は、誰がオーダーを出すか。一つは主治医の先生が判断する場合、も う一つ

は遺族が判断す る場合、そ ういつた場合に要望があった らできる体制を整 えて、 どのぐら
い要望が出て くるか。 これは Aiの 認知度によって違って くると思 うのです。千葉大の場合
だ と、大体年間 400例 ぐらい亡くなっているのですが、全例実施 しますよとい うアナウン

スを しても年間 100体 ぐらいです。 これは医師がまだよく知 らない、特に研修医の方々が

Aiの 意味が分か らない とい うのがあります し、タイ ミングとい うのもあると思います。 こ

れについては、今後、蓄積 していかなければいけない ところです。

あ と、Ai情報センターの活用方法なのですが、基本的には、そこの病院で検査 と読影を
して、遺族が納得 していただけるので した らそれでお しまいでいい と思います。そこで第
二者 の意見が聞きたい とか、読影 している先生がここは分からないからほかの人の意見を

聞きたいと言つたときに、情報センター を活用 していただければと思います。

○門田座長 それでは、菅野先生:こ れで最後の質問にさせていただきたいと思います。
○菅野先生 この問題 については、まず医療関連死 と異状死 と分けて考えない と議論が進

まないと思 うのです。医療関連死の場合 は、Aiは 確かに一つの有力な手段になってきます。
私 自身もそれを読ま され たこともありますので、非常に有力な情報が手に入 る。 しか し、
Aiの 他にも医療関連死の死因究明には行 うべきことがいろいろあ ります。例えば処置中に

突然亡 くな られ る方の場合は、生体モニタ リング情報が付随 していることがあ りますが、
その保存規

‐
程が定まっていない。モニタ リング装置の電源をうつか り切つて しま うと、不

整脈がその前にあつたのか どうか とい う情報が保存 され ない場合があります。大きな施設
の手術室等ではそれが保存 され るシステムがあ りますが、それには費用が数千万円かかる
とい うようなことがあ りま して、それ と併せてやる必要があります。それか ら、Aiの診断
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有用性が 30%と い うお話があ りま したが、十分ではないわけであ りまして、ネクロプシー

とか生体成分分析等、そ うい うものも併せて多面的なアプローチをできるような体市1を と
る必要があるのではないか とい うことが一つあ ります。

それか ら、異状死に関 して、今、千葉大学は死体専用の CT施設 をお持ちですが、病院は
生きてい る患者を扱つていますので、異状死体の中には感染性の不明な危険な場合 もあ り
ますか ら、医療安全あるいは感染制御の立場か ら、生きた患者 ときちっと設備 を分けて扱
うべきではないか と思います。その場合の死体専用設備 も、質の保証が必要だ と思います。
日本は CT装 置が普及 しているわけですが、その画像の質は、千差万別であ りま して、最低
どの ぐらいの室の解像度が必要なのか、つま リマルチディテクターCTを 必須 とす るのであ

れば 16列程度を標準 とす るのかどうかなど、そ うい う統一基準が必要ではないか と考えま

す。持ち運び型の CTも あるとい うお話で したけれ ども、それで質の保証ができるのか疑問
です。従 つて Aiに 要求 され る画像の問題 をきちんと考えておかないと、Aiが 十分機能 しな
いのではないかと思います。それか ら、読影の問題 をおっしゃいま したけれ ども、先 日の

日本医学会で、放射線学会か ら検診画像等の読影を中国に依頼 している事例があるとい う
ような問題提起があって、放射線読影医のマンパワーが患者の画像読影において さえ、絶
対的に不足 しているのではないか とい う可能性が指摘 されました。 この問題についても十
分に議論 しておかないと、Aiを スクリーニング的に使 うとい うことに対 してはす ぐタン ド、
ギブア ップになって しま うのではないか とい うことでありまして、そこら辺 りを整理 して

考えたほ うがよろしいのではないかと思います。

○足立政務官 池田先生 も菅野先生 もおつしゃることは、冒頭、室長がこの検討会の趣 旨
とい うことを、この文書以外に話 したこともあ りま したので、いまは質問か らだんだんア
ジェンダ設定になっています けれ ども、次回の一つのテーマ として趣 旨を しっか りすると
い うことをお願い したい と思います。そこで、相田先生にお聞きしたいのですが、来月改
正臓器移植法が施行 されます。小児の虐待に対 しては、いまお 2人 の先生か らもこれが非
常に有用 であろうとい う話があ りま した。その点に関連 してご意見を伺いたい と思います。
○相 田先生 最後に発言 させていただこ うか迷つていたところですが、小児の医療のほ う
の視点か らす ると、虐待を見落 とさない ことは臓器移植法 とも関連 します し、非常に大事
な問題なのですが、いまのように Aiが ご家族の希望や ご家族の同意で行われるとす ると、
連れてくるのは虐待 したかもしれない親族、親御 さんですので、たいがい Aiは希望 されな
い とい うことになつて しま うと、制度的にある程度法的な規制を してもらわない限 り、私
たちが Aiを したいと思つて も拒否 されて しま うとい うことになると思いますので、その辺
の制度的な問題 もあると思います。それがいちばん大きいなと思います。それ と、小児 と
い うのは必ず しも大人 と一緒ではない とい うか、かな り複雑な問題があ りま して、読影す
る数が少ない といまおっ しゃっていただきま したけれ ども、ま して、小児の専門家 とい う
のは 日本では絶滅危惧種 ぐらい人数がいないものですから、例えば Aiセ ンターであっても、
さらに小児 であるとコンサル トされるよ うなことになると思 うのですが、専門家め育成 も

含めて医学放射線学会のほ うのバ ックア ップも受けて、両方でや らないと、制度 をつ くっ

ても実際は機能 しなくなって しま うとい うことを心配 してお ります。ただ、小児は死亡自

体は少ないですけれ ども、その中で どうしても拾い上げなければな らない こと、あるいは

医療事故を疑 う親御 さん とい うのは、子 どもはかわいいですか ら、率 としては多いので、
そ うい うニーズに応えるために、実際のケースは少ないで しょうけれ ども、また大人の方
と違 う視点で考えていただきたいとすごく思つてお ります。

○門田座長  ありがとうございま した。第 1回 日でそれぞれ重要な問題がい くう も挙げ ら
れてきてお ります。最後に足立政務官か ら宿題 をいただきましたけれ ども、 とにか く最初
の段階で本来の趣旨をはつき りと皆 さんで共有 しているところでスター トす るとい う、ご

れにつきま しても次回また引き続 き皆 さんの意見をお受けするとい う形でや らせていただ

きたい と思います。いま出てお りま したい くつかの問題、費用の問題、件数の問題、クオ

リティめ問題、教育も含めてやっていくとか、今 日だけでもいろいろな問題が挙がつてき
てお りますので、これにつ きましても今後引き続き検討 させていただきたい と思います。
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この検討会 も、今 の予定では 12月 いつぱいまでに提言 としてま とめたいと思いますが、骨

子は冒頭 に足立政務官がおう しや られた よ うに、8月 ぐらいまでにある方向性 をとい うこと

が出てお ります ので、一応 、その方向でデ ィスカ ッシ ョンは進 めたい と思います が、いま

のよ うな複雑 な話 になれば、そんなに簡 単で もないかな とい うふ うにも思います。 しか し、

問題 点 は徐 々にク リアになると思います ので出 していきたい と思ってお りますので、よろ

しくお願 いいた します。

今後 の予定です が、例 えば医学法射線 学会 とか、放射線技師会等 も含めて、い ろいろな

現場 の ご意見 を さらに も う少 し聞かせていだ くし、あるいはそのほかの情報 を提供 してい

ただ け るよ うな こ とに対 してはこち らか らもお願い したい と思います。また、同時 に皆 さ

ん方 の ほ うで、 この方の意 見を聞 きたい、 とい うよ うな ものがあ りま した ら事務局のほ う

にお っ しゃっていただきたい と思います。 時間 も過 ぎてお りますので、一応 (本 国の予定

していた議題 は これで終わ りとい うことに させ ていただ きたい と思いますが、事務 局か ら

何か連絡事項はあ りますか。

○医療安全推進室長 次回第 2回 ですが、7月 中の開催 を予定 してお ります。 日程調整はま

た させ ていただきたい と思いますので、それにつきま して もご協力方お願いいた します。

○門 田座長  それ では、本 国の検討会は これで終わ りたい と思います。 どうもあ りが とう

ございま した。

上以
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中間報告

本委員会は、平成 20年 9月 10日 に、唐澤会長より「死亡時画像病理診断 (A

l)の実態の把握及び、剖検との組み合わせを基本 とした、死亡時医学検索の

具体的な展開の方途についての提言」
′
について諮問を受けました。死亡時医学

検索の今後の具体的な展開に向けた方向性と課題について、平成 21年 3月 25

日までに 3回の委員会を開催 し、鋭意検討を重ねましたので、ここに中間報告

いたします。

平成 21年 3月

日 本 医 師 会

会 長 唐 澤 詳 人

死亡時画像病理診断 (Ai) 活用に関する検討委員会

委 員 長 池 田 典 昭
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委  員 三 宅  智

委  員 山 本 正 三

(委員 :五十音順 )
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は じめに

我が国には現行の制度として、病理解剖、司法解剖、行政解剖の 3種類の解

剖がある。しかしながら、東京都 23区や一部の大都市で行われている行政解剖

以外は、国における制度の不備、解剖資格を持つ医師の絶対的な不足等によつ

て極めて低い解剖率に止まっている。この原因としては、行政の関心の低さと

財政支援のなさが考えられる。現在、日本では司法解剖の費用は国負担、行政

解剖 (承諾解剖)の費用は都道府県 (ま たは遺族)負担、病理解剖の費用は病

院負担である。このように財源一つにしても拠出主体がばらばらであり、特に

病理解剖においては、何 らかの手当を行わない限り病院の持ち出しがこの先も

続くことが考えられる。

こうした中、解剖に導くための死亡時の画像診断への関心が高まらている。

特に平成 19年 6月 に起きた時津風部屋の力士の死亡事件以降、日本における死

因究明制度の不備が社会的に注目を集めるようになり、このような社会背景の

変化によって、より正確な死因の判断が求められるようになつてきている。

そこで、本委員会では平成 19年度より「死因究明のための制度の円滑な運用

の方策の一つとして、全国に普及している一般のCTやMRI等 の利用による

死亡時画像病理診断 (Ai=Autopsy imaging)を 用いた死後画像と剖検との組

み合わせによる医学的及び社会的な死亡時患者情報の充実の可能性や課題」に

ついて検討を行つてきた。幼児の死亡については原則として全例に単純レン ト

ゲン、CTやMRIを 行 う旨を提言し、財源問題やマンパワーの確保、また実

態の把握、課題の提起も行つた。

今期与えられた諮問は、「死亡時画像病理診断 (Ai)の実態の把握ょび、剖

検との組み合わせを基本とした、死亡時医学検索の具体的な展開の方途につい

ての提言」である。Aiの可能性や位置付けについて議論を行 う必要があるた

め、実態を把握すべく一般病床を有する病院 6,150施設に対しアンケー トを行

い、2,450病院から回答を得、検討を行つた。



具体的検討に向けた課題の整理

Aiは死亡時に遺族にその場で説明ができ、所見があれば解剖にも進みやす

い。またスクリーニングの面でも即時性の面でも有用であり、非破壊検査で、

後に見直すこともできる。そうしたことから、後々遺族から不信が出た場合や

裁判時に有用であり、医療従事者のためにも遺族のためにも普及が求められる。

前期中間報告では (1)Aiセ ンターの展開 (2)幼児死亡に関しては虐待の

恐れもあることから、全例施行すべき―等、Aiを促進するための提案をした

一方 (3)事例の不足 (4)費用の医療費以外からの拠出―等の課題の提起も行

つた。

より現実的な運用の仕方を提言すべく、現在各医療機関に設置されているC

TやMRIの 死亡時の活用について、一般病床を有する全国の病院全てに対し

てアンケー ト調査を行い、実態の把握を行 うこととした。

ア ンケー ト調査 結 果

今回の'調査に当たっては、全 日本病院協会、 日本病院会に協力いただきて一

般病床を有する病院 6,150施設に対してアンケー ト調査を行つた。

有効回答数は 2,450施設であり、39.8%の有効回答率であつた。

患者死亡時または死亡後、あるいは警察からの依頼により何 らかの画像を撮

影したことがある医療機関は 35.8%(876施設)であつた。県別に見るとAi

を施行したことのある施設の害1合には頭著な地域差が見られた。多いところで

は山梨県、長崎県が 70%を超え、福島県、静岡県が 60%を超えた。一方、東京

都、神奈川県、大阪府、和歌山県は 10%台であつた。なお、東京都 23区、横浜

市、大阪市には監察医制度がある。以下、Aiを施行したことのある施設をA

群、施行 したことのない施設をB群 として集計結果を見ていくこととする。

■施行したケース

B群 と比較してA群の割合が特に高かつたケース (図 1参照)は 「治療中の



患者以外の救急搬送後」であつた。また 「治療中の患者の救急搬送後」につい

ては 10ポイン トB群が高く、「病院内での急変」「病院内の自然死」については

いずれもB群がA群の割合の倍以上であった。 これ らのことか ら、B群は、主

に自施設で治療中の患者に対 してAiを施行 したい と思つてお り、それに対 し

てA群はやむを得ずAiを施行 している可能性が読み取れる。

■費用        :

Ai施行に対し、誰がいくら支払つたかを見てみる。A群の 52.0%(855施

設中 445施設)がAiの費用を自施設からの持ち出しで賄つたことがあり、そ

のうち 7a3%、 A群全体の 41.3%(353施設)が 自施設のみで賄っていた。ま

た、自施設のみで賄つた施設を含め、64.3%が、実際に支払われた金額では不

十分と回答した。

A群の平均受領額 (図 2参照)は、自施設のみで賄つた施設を除いても、20,000

円以下が 83.0%を 占めた。適正金額と思 う額については、20,000円以下につい

て見るとA群が 25。 9%、 B群が43.1%であつた。20,001円以上について見ると、

A群が 74.1%、 B群が 57.0%であり、A群の方が高く設定する傾向が見られた。

図l Aiを施行した(施行したい)ケース
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実際に施行すると想定以上にコス トがかかることが垣間見えた。また、実際の

受領金額 と、適正金額と思う額には乖離があることが浮き彫 りとなった。

図2平均受領額と適正金額
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なお、本アンケー トではどの部位を撮影・読影するかは質問しておらず、回

答者に任せている。撮影部位が全身等広範囲に渡つた場合は、当然より多くの

コス トを要する:定められた撮影部位の有無等については図 3を ご覧いただき

たい。

図3定められた撮影部位 (N=853)
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Ai施行が頻回な施設での費用について見てみる (図 4参照)。 年間 20件以



上Aiを施行する 138.施設については 53.6%(74施設)が Aiの費用を自施設

からの持ち出しで賄つたことがあり、そのうち71.6%(53施設)が 自施設のみ

で賄っていた。また、自施設のみで賄つた施設を含め、65.8%(117施設中 77

施設)が実際に支払われた金額では不十分と回答した。自施設のみで賄つた施

設を除いた平均受領額を見ると、20,000円 以下が 88.3%(77施設中 68施設)

を占めた。適正金額と思う額については、20,000円 以下が 17.6%(13施設)、

20,001円以上が 82.4%(61施設)であつた。

年間 20件以上Aiを施行する施設の自施設で賄 う割合や平均受領額はA群全

体とほとんど変わらなかった。適正金額と思う額についてはA群全体と比べさ

らに高く設定する傾向が見られた。

図420回以上Ai施行施設の平均受領額と適正金額
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■ケース別費用

ケース別費用負担者を見ることにする (図 5参照)。 本アンケートではケース

別に費用負担者を問うていないので、ケースを一うだけ選択している施設を抽

出した。複数回答施設は除かれ、標本数は少なくなるが、ある程度は現状把握

の参考になるだろう。救急搬送された場合、自施設からの持ち出しで賄う割合



はおおよそ 5割であり、遺族等が支払 う割合は4割程度から5割であつた。ま

た病院内で亡くなった場合の自施設からの持ち出し率は 8割 を超えた。救命救

急施設に対するアンケー ト1に鑑みても、救命救急施設では普段からAiを施行

してお り、救命救急施設でないところと比べ費用を徴収する準備ができている

ことが考えられる。警察が依頼 した上でAiを施行 したケースを見ると、警察

が費用を拠出した割合は5割弱であり、遺族が支払った割合は4割弱であった。

自施設から持ち出した割合は14.7%で あった。

■公表・受入

外部からAi施行希望を受け入れる考えはあるか、あるいは受け入れないま

でも、Aiを行つていることを公表する考えはあるかについては、「はい」との

回答は 27.7%(857施 設中 237施設)であつた:

■問題

一般施設でのCT装置のAi使用に際しての問題については、「倫理」に関し

1「わが国における心肺機能停止症例の死後画像検査施行状況」,大橋教良ら,『 日本救急医
学会誌』(日 本救急医学会),2006;17;387

図5ケース別負担元
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Ｎ
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６
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てはB群がA群より 12.1ポイン ト高かつた (図 6参照)。 A群は経験があるが

故に倫理問題をクリアしていると思われる反面、31.9%が 倫理に問題があると

思いながらAiを実行 していたということになる。「費用」に関してはAttB群

ともに、最も問題であると考えており、いずれも6割程度であつた。ほかに、

法的問題や死亡診断書の責任の所在、一般患者の目に付く、衛生・感染症、時

間的・人員的制約、撮影機器や読影技術tと いつた問題が挙げられた。
上方で、

全く問題は無いという意見もあつた。

■他施設でのAi

他施設 (Aiセンタニなど)で撮影・読影診断できるなら、利用したいと思

うかについては、A群では 29.8%(848施設中 253施設)が、B群では 37.o%

(1478施設中 547施設)力 「`はい」と回答した。A群では「自施設で行つてい

るので必要ない」ほか、全体的には「検死時に行 うため急を要する」「僻地なの

で地理的に難しい」「搬送またはそれに伴う死亡診断書作成の問題」といった問

題が挙げられた。

■遺族の要望

遺族の要望でAiを行つたことがある施設は 180施設であり、A群の約 2割、

全体の 7.3%であった。Ai施行に向けた啓発活動の可能性を示すものと考える。

図6-般 施設でのCT装置のAi使用に際しての問題
(複数回答)

％

０

０

０

０

０

＜

８

６

４

２

一般機器
の転用

国民の

同意

□A群 (N=731)国 B群 (N=1476)



今後の展開の方途

■Aiセ ンターの展開

Aiセンターについては、最終的には各都道府県への設置が望ましいところ

である。

アンケー ト調査では、Aiを施行 したことのある施設の 61.6%、 Aiを施行

したことのない施設の 51.3%が他施設 (Aiセ ンター等)で撮影・読影診断で

きるとしても利用 したい訳ではないと回答している。その理由として前述 した

ように「検死時に行 うため急を要する」「僻地なので地理的に難 しい」「搬送ま

たはそれに伴 う死亡診断書作成の問題」といつた問題が挙がつている。こうし

た問題は現在千葉大学で試みられている遠隔診断である程度解決できよう。 c

T装置の有無については、Aiを施行したことのない施設でも87.2%が「ある」

と回答 している。 これ ら一般の病院に普及しているCTを利用し、例えば島嶼

部でも効果を挙げられるのが遠隔診断である。普及したCT装置の有効利用 と

もなる、こうしたAiのネットワーク (図 7参照)の構築が肝要となる。

図7 Aiの ネットワーク

送信

フィー ドバック

(撮影)

医療機関

(病理解剖の要否 )

(読影)

AiセンタT

「Aiで済ませず解剖すべき」といつた意見も散見されるが、これはAiに

対する誤解であり、前期中間報告で書いたように、Aiと は現在の死亡時医学

検索である[体表からの検案→診断]あ るいは [体表からの検案→解剖→診断]を、

8
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[体表からの検案→Ai→診断]あ るいは[体表からの検案→Ai→解剖→診断 ]

とし、死亡時の検案精度を向上させるべきものである。従つて自ずと (1)解剖

のスクリーニング (2)解剖の補完― という二面性を持っていることになる。こ

のことは注目すべき点である。

Aiに 対する医療従事者の誤解や、あるいはAiの施行に対する問題 として

Aiを 施行 したことのない施設の 36.0%が 「国民の同意」 と回答 したことを鑑

みると、今後Aiの意義を国民と医療従事者に啓蒙 していく必要がある。意義

とは貝口ち、犯罪により死亡 したことが決 して見逃 されないことである。また医

療従事者 にとってもt Aiの持つ透明性は医事紛争回避のためのツールであっ

て、遺族が死因に対 し不信感を持っている場合には、自施設ではなく他施設で

の診断により、より透明性が高まると言える。

費用 の負担については、今後国の予算化について求めていかなければならな

い。まずは各医療機関に対する補助を行 うため、関連学会、医師会等 と十分に

協議 を行 う必要がある。その上でい くつかの地域に実験的にAiセ ンターを設

け、実際の費用の概算が見込まれた時点で国に対 して提言を行 うことが必要で

ある。

■幼児死亡に対するAiの施行

児童の身体的虐待の検挙件数を見ると、平成 16年から平成 20年まで顕著な

増加傾向は見られない。児童が死亡した児童虐待事件検挙件数についても同様

である2。 しかし全国の児童相談所が対応した児童虐待に関する虐待相談対応件

数は年々増え続けており、平成 18年度の相談件数 (37,323件)は平成2年度

(1,101件)の約 34倍、児童虐待防止法施行前の平成 11年度 (11,631件 )の

3倍強である3.虐待に対する社会的関心は高い。

2「少年非行等の概要 (平成 20年 1～ 12月 )」 ,警察庁生活安全局少年課,平成 21年 2月

http:〃www.npa.gojl′ safetylife● yOnen38/syonenhkOu_h20.pdf
3「平成 18年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数等」,厚生労働省,平成 19年
9月 ,http7/wwimhl‐ gojpんunya/kodomo/dv16ノ index.html
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本委員会では幼児死亡に対して全例Aiの施行を提言しているところであり、

解剖で発見し難い骨折痕等はAiの得意とするところである。全例施行の義務

化に向け、医師会を中心に、関係学会を交えた形での検討が必要である。

■費用                          .

病院における死亡に関しては、救命救急施設では既にAiを施行 し、独 自に

画像診断を行つている現状があるがt費用は 5割程度が持ち出しであるとい う

結果がアンケー トから得られた。病理解剖費用に対する財源措置もなく、こち

らも持ち出しである。司法の分野だけでなく院内での死亡に対する画像診断、

解剖に対する財源措置が急務である:

■その他の問題

アンケー トでも意見があつたところだが、一般のCT機器を死体に使用する

ことによる「衛生・感染症問題」また 「読影技術」「法的問題」「国民の同意」

といつた様々な問題がある。その中の一つである読影報告書に対する責任問題

は、特に読影者にとっては関心が高い。アンケー トでは主治医・救急担当医等

を除くと、読影者としては放射線科医が最も多く、38.8%で ある。死体に対する

事例の蓄積のないまま読影をすることの不安も聞かれる。前述したAiセ ンタ
´

―の仕組みにおいても、読影者が不安を抱えたままでは成立し得ない。今後ガ

イ ドライン等を早急に策定する必要がある。

おわりに

厚生労働省 「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在 り方に関する検

討会」で議論されている医療安全調査委員会 (仮称)のいわゆる「第二次試案」

においては、前期中間報告で提言 した内容でもある、「死亡時画像診断等を補助

的手段として活用することも今後の検討課題である」という文言が盛 り込まれ
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た4。 これに関連 して平成20年、21年度を通して厚生労働省科学研究費補助金研

究事業で「診療行為に関連した死亡の調査分析における解剖を補助する死因究

明手法 (死後画像)の検証に関する研究」が行われている。

平成20年 8月 、衆議院法務委員会が 「死因究明制度改革に関する提言」を法

務大臣に提出した。スウェ,デンでは裁判においても見やすいという理由でC

Tによる断層図が評価されている等の報告がなされており、我が国においての

CTなど画像検査の一層の活用が提言された5。

奈良県においては承諾解剖前に原則CT検査を行 うこととした承諾解剖制度

が平成20年 10月 に導入された。

日本法医学会の死因究明医療センター構想に関する提言では「死亡時画像検

査」について、症例不足で「時期尚早」と但し書きを付けながらも「意義は大

きいものと考えている」としている6。

平成21年 3月 24日 、日本放射線科専門医会・医会が内閣府にAiの役割等を

提言 したところである。

また、警察庁では平成 19年に検視に医療用CTを導入し、費用を補助するこ

ととした。平成 20年度からは警察官 (検視官)を増員するとともに医療用CT

やMRIの 併用で死因特定を行い始めている。

今後t死亡時医学検索の検査の一っとしてのAiの確立が求められるところ

であるが、司法や行政主導ではなく医療者主導で行われなければならないこと

は言 うまでもない。従つて、医師会、関連学会の緊密な連携、協議のもと進め

ていくことが重要と考え、次年度以降は具体的な行動に移りたい。  '

4「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明。再発防止等の在り方に関す

る試案一 第二次試案 一」,厚生労働省,平成20年 4月
5「死因究明制度改革に関する提言要旨 (案 )」 ,衆議院韓国及び欧州各国司法 。法務事情等
調査議員団,平成 20年 7月 31日 ,http:〃ww‐hayakawa‐chuko.com/hear/080902b.html
6「提言 日本型の死因究明制度の構築を目指して一死因究明医療センター構想―」,日 本
法医学会,平成 21年 1月 ,http://plaza.umin.acjp■ egalmed/sllnnkyuumeyteigen090119ゃ
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死亡時画像病理診断 (Ai)についてのアンケー ト

集計結果

アンケー ト集計結果‐1
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死亡時画像病理診断 (Ai)に ついてのアンケー ト集計結果

送付数  6,150
回収数  2,484(40.4%)
有効回答数  2,450(39.8%)

以下、設問 (1)の回答が「1.はい」(Aiを施行したことがある)を A群、「2.いいえ」(Ai
・ を施行したことがない)を B群 としている。

死亡後の画像診断 (Ai)についてお尋ねします。該当番号に○を付けてください。

(1)貴施設では患者死亡時または死亡後、あるいは警察からの依頼で、何らかの画像を撮影した
ことがありますか。(N=2450)

1.はい  876(35.8%)                           r  ‐

2.いいえ 1574(64.2%)          i
回答数
朧 )

ハ11讐行麟
:::数 そ施設メ::

●施行率・

植位で伍):

北海道

青森県 37.0

岩手県 34 41.2

宮城県 37.2

秋田県 9 37.5

山形県 45.5

福島県 60.0

茨城県

栃木県

群馬県 56.7

埼玉県 42

千葉県 43.8

東京都 210 47

神奈川県 46

新潟県

富山県 7 20

石川県

福井県 47.6 14

山梨県 3 76.5 1

長野県 46 41.3

岐阜県 27 59.3

静岡県 64.5

愛知県

二重県 59.1

．囃船
Al施行施設

:・ 数〔施設):・

:～ 施行率
::1頂位て位〉

滋賀県 27.3

京都府 32.7

大阪府 44

兵庫県 40

奈良県 7 33.3

和歌山県 4

鳥取県 38.9

島根県 10 55.6

岡山県 54 30 55.6 10

広島県 70 47.1

山口県 56.8

徳島県 14 56.0

香川県 10 34.5 34

愛媛県 34 10 29.4

高知県 30 43.3

福岡県 28.6 41

佐賀県 14 48.3

長崎県 44 32 2

熊本県 38.8

大分県 41.9

宮崎県 42 16 38.1

鹿児島県 26 44.1

沖縄県 29.6

計
¨

:・ 246a

アンケー ト集計結果‐2
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(2)「 はい」の施設にお聞きします。

2-1,どんな種類の撮影ですか (複数回答可)。 また、過去一年間に概ね何例撮影 しましたか。

(N=871)

■合計

不明・

過去一年に限らない
35 95 6 2 98

～ 5 120 502 20 4 482
～ 10 29 97 2 2 00

::9 162・ :・ :0

■51 :   :∞ : :■ 0:

::5 ・:23 ０

・
::0

1 3 ０

・
■0: |:1:2‐

梓:00 :4 0 0:
ｈ
Ｖ :8

^´ 1:50 ::3
一〇

0: 01 1:3

～
獅 :::4 一３ ・０ ●０

:5

■ 劉 0: :0: :6

麺 :3
lo

0: 0 :2

～
:3:沿 :0 0 一０

・
:0

・２

:0 0‐ :0 1:γ :`] ″ヽヽ′ U

～
:4(沿 :0 0 Oi :0 1:

計 2 9 850 31 8 871

(%)
100

80

60

40

20

0

撮影の種類
(N=871複数回答)

97.6

CT     MRI

アンケー ト集計結果‐3
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2-2.誰の指示で、誰が撮影し、誰が読影しましたか。また、定められた撮影部位および、撮影

条件の有無があればお答えください。

a指示者

1.院長

2.主治医

3。 その他

○警察医

○医療安全担当

○警察

○その他 。不明

b撮影者 (N=868):
1.主治医   45
(※救急医 。当直医 。担当医を含む)

2.放射線科医  58
3.技師    785
4.その他    3

c読影者 (N=859):
1.主治医   598
(※救急医・当直医・担当医を含む)

2.放射線科医  333
3.読影 しない  39
4。 その他    76
0警察医   7
0医療安全担当 3

0専門医   12
0その他・不明 54

(N=869):
156

729(※救急医 。当直医・担当医を含む)

90

指示者
(N=869複数回答)

(%)

100

80

60

40

20

0.

院長    主治医   その他

３

　

１

８

８

３

４

撮影者
(N=868複数回答)

(%)
100

80

60

40

20

0

主治医  放射線科医  技師   その他

読影者
(N=859複数回答)

(%)

100

80

60

40

20

0

主治医  放射線科医 読影しない  その他

アンケー ト集計結果‐4
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e撮影条件 (N=777):
1.あ る 148(19.0%)
2.ない 629(81.0%)

d定められた撮影部位 (N=853):
11ない 440(51.6%)

頭部・体幹部     132(15.5%)
頭部         114(13.4%)
頭部・頚部・体幹部  74(8.7%)
体幹部        30(3.5%)
全身         22(2.6%)
その他        41(4.8%)

撮影条件
(N=777)

2-3.過去一年間に貴施設で亡くなった方はおよそ何例ですか。また、警察からの依頼はおよそ

何例ありましたか。

死亡者数に対するAi施行割合と死亡者数(N=664)

死
亡
者
数

に
対
す
る

Ａ
ｉ
施

行
割
合

（
％

）

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

♪'st  ◆
8“ .・

▼
◆

(※死亡者数に対するAi施行割合が 100%よ り大きい (例えば死亡者 1に対して CTと 単純 X線を ヘ

併用)7施設を省略。)

アンケー ト集計結果‐5
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定められた撮影部位(N=853)

口なし

□頭部・体幹部

□頭部

□頭部・頸部・体幹部

□体幹部

回全身

目その他



2-4.どの様な場合にAiを施行 しましたか (複数回答可)。

(N=870)
1.治療中の患者の救急搬送後  266
2.治療中の患者以外の救急搬送後 497

3.病院内での急変  |
4.病院内の自然死

5.警察の依頼

6.そ の他

○家族の希望・家族の不信

OCPAOA・ 救急外来

○異状死・外や 自宅での死亡  15
0不明 。その他の死因不明   36
(※その他の中には選択肢 1、 2あるいは 5と 重複する部分があろうが、回答者による。)

2-5.費用は誰が負担しましたか (複数回答可)。 また、実際に支払われた額は 1件につき、平均

いくらでしたか。(N=855)
1.施設 (持

ち出し)

2.遺族等 3.警察 4。その他

計 445 351 159 ■
′

■
■

不 明 23 14 22

①10,000円以下 116 16 10

②10,001～ 20,000円 172 89 13

③20,001～ 30,000円 29 31 2

④30,001～ 40,000円 10 8 0

⑤40,001円 以上 1 1 0

329

64

384

91

7

33

Aiを施行した(施行したい)ケニス

治
療
中

の
患
者

以

外

の
救
急
搬
送
後

治
療
中

の
患
者

の
救
急
搬
送
後

”
００

８。

６。

４。

２。

０

Ｃ

ｌ

病
院
内

で
の
急
変

警
察

の
依
頼

病
院
内

の
自
然
死

そ

の
他

□A群 (設問2-4)(N=870)国 B群 (設間3-3)(N=694)

アンケー ト集計結果‐6
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40,001Fヨ

以上

□30,001-
40,000F弓

□20,001円 ～
30,000Fヨ

□10,001円 ～

20,000Fl

日10,000円

以下

平均受領額
(N=451持ち出し・不明

を除く)

遺族等(N=328
不明を除く)

警察(N=145
不明を除く)

その他(N=25
不明を除く)

1.十分 2.不十分

計 261 470

不明 22

①10,000円 以下 10

② 10,001～ 20,000円 106

()30,001-30,000円 144

④30,001ん 40,000円 63

⑤40,001～ 50,000円 47

⑥50,001円以上 78

2-6.撮影 :読影診断するにあたり、上記 2-5の費用で十分だと思いますか。不十分な場合、1

例あたりどのぐらいが適当だと考えますか。(N=731)

実際に支払われた額で十分だと
思うか(N=731)

はい
35.7%

いいラl
64.3%

平均受領額と適正金額
国0.4

口3.3
10096

80%

6幌

40%

20%

幌

平均受領額
(再掲)

A群適正金額
(設問2-6N=448)

B群適正金額
(設間3-4N=664)

口 13.3 ゝ
:彗lii4:

ノ
謳
F百111.ol

＼

菫:14.1■

/

E132.4

にJ29.3

＼ E132.1

＼
鰊

一

・

７

妥.2~ :白 11.9:!

50,001F弓

以上

40,001F弓 ―

50,000円

30,001-
40,000円

20,001円 ～
30,000円

10,001 Fl―

20,000円

10,000Fヨ

以下

アンケー ト集計結果‐7
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ケース別負担元

圏 4  囲 1
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回 6回 1 図 1

そ

の
他

（
Ｎ

＝

３

６

）

警

察

の

依

頼

（
Ｎ

＝

１

３

６

回 2

2-7.遺族の要望でAiを行つたことがありますか。 (N=865)

1:はい      180(20.8ツ 6)

2.いいえ    667(77.1%)
3。 その他    18(2.1%)

遺族の要望でAiを行つたことが
ありますか(N=865)

アンケー ト集計結果‐8
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|

1      2-8.上 記 2-7(遺族の要望で撮像・読影したかどうか)に関わらず、結果を遺族に伝えましたか。

|     (N=821)
1      1.はい    719(87.6%)                          ヽ

 ́   2:い いえ    66(810%)    、

3.その他    36(4.4%)(ケースバイケニス・警察に一任・不明)

(A群 (設問 歩8))

結果を遺族に伝えましたか
(N=821)

いいラL
8.酬

(B群 (設問 3-5))

結果を遺族に伝えようと
思いますか(N=695)

いいラL

2-9.Aiを 行つたあとで解剖になった症例はありましたか。また、あるとしたら何例ですか。

(N=855)
1.はい  140(16.4%)
2.いいえ 667(79.2%)
3。 その他 38(4.4%)(不 明)

(N=120)

Aiを行つた後で解剖になつた症例は
ありましたか(N=855)

はい
16.4%

:・ 摯剖数 : ■件数 :・ :

1件 72

2件

3件 12

4件 2

5件

6件

10件

11件 1

15件 1

25件 1

35件 1

100件 1

アンケー ト集計結果‐9
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2-10.外部からAi施行希望を受け入れる考えはありますか。あるいは受け入れないまでも、A
iを行つていることを公表する考えはありますか。

(N=857)
1.はい   237(27.796)

2.いいえ 544(63.5%)
3.そ の他 76(8.9%)‐

受入・公表する考えはありますか
(N=857)

はい
27.7%

2-11.貴施設にAi専用のCT装置はありますか。また、一般施設でのCT装置のAi使用に際

し、どんな問題が考えられますか。 (※複数回答 )

専用装置 (N=871):  1.専用装置がある   10(1.1%)
2.専用装置がない   861(98.9%)

問題 (N=731):1.倫理        233
2.費用        441
3.一般機器の転用   302
4。 その他       120
0多忙 。人員 。時間的制約   43

)○患者の視線         11
0衛生・感染        22
0撮影機器・読影技術     8
0法的問題・責任の所在    3
0問題なし          19
0その他・不明        14     ‐

(%)

一般施設でのCT装置のAi使用に際しての問題
(複数回答)

60.3  60.7

80

60

40

20

0

□A群 (設問2-11)(N=731)

圏B群 (設問3-6)(N=1476)

倫理 費用 一般機器
の転用

国民の   その他

同意

アンケー ト集計結果‐10
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2-12.他施設 (Aiセ ンターなど)で撮影・読影診断できるなら、利用したいと思いますか。

(N=848)
1.はい   253(29.896)

2.いいえ 522(61.6%)
3.そ の他 73(8.6%)           

｀

(A群 (設問 2-12))

他施設を利用したいと思いますか

はい

29.8%

(N=848)

(B群 (設問 3-7))

他施設を利用したいと思いますか
(N=1478)

(3)「いいえ」の施設にお聞きします。

3-1.貴施設にCT装置はありますか。

(N=1564)
1.はい   1364(87.2%)
2.い いえ 200(12.8%)

3-2. (CT装置があれば)これからAiを施行

したいと思いますか。(N=1427)
1.はい   639(44.896)

2.いいえ 788(55.2%)

CT装置はありますか
(N=1564)

はい
87.2%

Aiを施行したいと思いますか
(N=1427)

はい
44.8%

アンケー ト集計結果‐11
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3-3.どの様な場合に施行したいですか。 (N=694)
1.治療中の患者の救急搬送後  282
2.治療中の患者以外の救急搬送後 241

6.その他           50
0家族の希望 。家族の不信   21
0CPAOA・ 救急外来      2
0異状死・外や 自宅での死亡  2
0不明 。その他の死因不明   25
(※ その他の中には選択肢 1、 2あるいは 5と 重複する部分があろうが、回答者による。図は設問

24参照)

3-4.施行するとしたら、撮影 。読影診断するにあたり費用はどのくらいが適当だと考えますか。

(N=664)

3.病院内での急変

4.病院内の自然死

5.警察の依頼

①10,000円以下

②10,001～ 20,000円

③20,001～ 30:000円

④30,001～ 40,000円

⑤40,001～ 50,000円

⑥5Q001円以上

554

157

277

79(11.9%)

207(31.2%)

215 (32.496)

73(11.0%)

41(6.2%)
49 (7.496)

卜5.Aiの 結果を遺族に伝えようと思いますか。(N=695)
1.はい  640(92.1%)
2.いいえ 13(1.9%)
3.そ の他 42(6.0%)(分からない 。ケースバイケース・不明)

(※図は設問 2-6参照 )

(※ 図は設問 2-8参照)

アンケー ト集計結果‐12
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3-6.Alを 行 うにあたり、また一般施設でのCT装置のAi使用に際し、どんな問題が考えら

れますか。 (※複数回答)(N=1476)
1.倫理        650
2.費用        896
3.二般機器の転用

~  487

4.国民の同意     532
5。 その他       242
0多忙 。人員・時間的制約       41
0患者の視線             5
0衛生・感染             12
0撮影機器・読影技術         38
0法的問題・責任の所在・ルール化   21
0家族の同意             38
0問題なし              8
0その他・不明            79

(※ 図は設問卜11参照)

3-7.他施設 (Aiセ ンタ

「

など)で撮影・読影診断できるなら、利用したいと思いますか。

(N=1478)
1.はい   547(37.096)

2.いいえ 758(51.3%)
3.その他  173(11.7%)(分 からない 。ケースバイケマス・不明)

(※ 図は設問 212参照)

アンケマト集計結果‐13
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アンケート集計結果 7ページ 設問2-60表 :

調 ③30,001～30,000円

.́正)Cと0,001～30,000日 ¬       :

アンケ● 卜集計結果 9ページ 設問 2‐9

誤)2.いいえ 667(79.2%)        :
=正 )2.いいえ 嘔7(79。 2%)     |



資料 2-2

医療 0医学における死亡時画像診断 (Ai)活用に関する検討委員会

答申

医療・医学における死亡時画像診断 (Ai)の

活用について

1      平成 22年 3月

日本医師会 医療・医学における死亡時画像診断 (Ai)活用に関する

検討委員会



答 申

本委員会は、平成 21年 8月 7日 に、唐澤会長より「死亡時画像診断 (Ai)にお

ける、医療・医学的合意と社会的合意に基づいた具体的な展開方法についての

提言」について諮問を受けました。平成 22年 2月 24日 までに5回の委員会を

開催し、鋭意検討を重ねましたので、ここに答申いたします。

平成 22年 3月 11日

日本医師会

会長 唐澤 諄人 殿

医療・医学における死亡時画像診断 (Ai) 活用に関する検討委員会

委員長 池 田 典昭

委 員 石 原  哲

委 員 井野 賢司

委 員 江澤 英史

委 員 大 木  賞

委 員 黒 田 誠

委 員 坂本 哲也

委 員 高野 英行

委 員 田村 正三

委 員 三 宅  智

委 員 山本 正三

(委員は五十音)贋 )



医療・医学における死亡時画像診断 (Ai)活用に関する検討委員会

委員

◎池田 典昭 (九州大学大学院医学研究院法医学分野 教授)   .
石 原  哲 (医療法人社団誠和会白碁橋病院 院長)

井野 賢司 (東京大学医学部附属病院放射線部 副診療放射線技師長)

江澤 英史 (放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター病院

Ai情報研究推進室 室長)

大 木  賞 (福 岡県医師会 理事)

黒 田 誠 (藤田保健衛生大学医学部病理診断科 教授)

坂本 哲也 (帝京大学医学部附属病院救命救急センター 教授)

高野 英行 (千葉県がんセンター画像診断部 部長)

田村 正三 (宮崎大学医学部放射線科 教授)

三 宅  智 (鹿児島県医師会 常任理事)

山本 正三 (千葉大学医学部附属病院放射線科 講師)

◎委員長

(委員は五十音)贋 )
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1.は じめに

人の一生の最期にっいて、その死因を正確に究明することは、人々の基本的な権利・利

益として尊重されなくてはならない。もちろん死因の究明は、公衆衛生の向上や犯罪捜査

において重要な役割を担うが、死因はときに死者本人及び遺族の権利関係にも重大な影響

を及ぼしうる。したがつて死因を科学的に明らかにしておくこと自体を国民の権利と見る

べきで、国はそのための体制を構築する責任を負 う。しかし現状では、一旦病死と判断さ

れた後に実際は事件性のある死であることが明らかとなつた事例が散見されるなど、我が

国における死因究明が十分でないことは明らかである。犯罪死であつたにも関わらず病死

として死因が確立された事例は多いと思われる。

また診療関連死についても同様である。生前に診断されていた傷病以外で突然死した場

合、あるいは手術等の医療行為の後に予期せず死亡した場合、医師は自ら行つた医療行為

が妥当であったか否かを医療者として知りたいと望む。さらに医療過誤が疑われても、死

因の厳密な特定がなされていないために遺族への説明に困難を来す場合が多い。こうした

ときに望ましいのは中立的死因究明機関だが、自民党政権下で議論されていた死因究明制

度は今のところ頓挫 している。異状死と認められれば依然医師法 21条により警察に届け出

なければならない。      :
司法的観点からも医療的観点からも死因究明制度を整備するのは国家の義務である。我

が国のつぎはぎだらけの死因究明制度は構造的に変革する必要がある。ただしこうした変

革は医師法や死体解剖保存法のみならずt犯罪捜査の根幹である刑事訴訟法等にも関わる

ため、その改正は容易ではない。            、

本委員会は、
'死

後画像と剖検とを適切に活用することによって死後診断の精度の向上を

図るべく、平成 19年度に「死亡時画像病理診断 (Ai=Autopsy imaging)活 用に関する検

討委員会 (プロジェクト)」 として発足し、死亡時画像診断の拡充にっいて検討を行つてき

た。平成 20年度には 6千あまりの病院にアンケー ト調査を行い、その約 4割から回答を得、

3分の 1以上が何らかの死後画像を撮影していることが明らかとなった。また、多くの医療

施設で費用の持ち出しが発生している等の問題も浮き彫りとなつた。

本年度は、関係各分野の医師が認識を共有することが重要であるとの観点から、委員会

名を「医療 。医学における死亡時画像診断 (Ai)活用に関する検討委員会」と改称し、法

医 :病理・放射線・救急・警察医等の各専門医を含む 11名 の委員をもつて構成 した。過去

2年間の議論を踏まえ、唐澤会長からの諮問「死亡時画像診断 (Ai)における、医療・医学

的合意と社会的合意に基づいた具体的な展開方法についての提言」を受け、我が国におけ

る死体の取扱いや解剖を巡る制度の問題点を確認しつつ、死因究明制度にAiを活用するた

めの方策を中心に議論を行つた。



2.我が国における死体の取扱いの現状と問題点

(1)死体取扱いの流れ

次ページの図は我が国における死亡時の流れを示 している。状況に分け以下説明する。

なお検案 とは医師が死者の外表検査により死因や死因の種類を判定することをい う。最高

裁は、当該医師が診察した患者であった者 も含まれるとした 註。

①医療施設内で死亡した場合

医療施設で診察 ,治療が行われている患者が死亡した際、医師が検案を行う。診療

′  中の傷病による死亡である場合は死亡診断書を交付する。診療中以外の傷病による

死亡である場合は死体検案書を交付する。病理解剖により死因究明がなされること

もある。異状があると認められれば医師法 21条により警察に届け出る必要がある。

②心肺停止状態で搬送されたなどの場合

救急搬送された患者が蘇生せず死亡した際、医師が検案を行い、異状がなければ死

体検案書を交付し、異状があると認められれば医師法 21条により警察に届け出る

必要がある。監察医制度のない地域においては上記①と同様、病理解剖により死因

究明がなされることもある。

③医療施設外で死体として発見された場合

ほとんどの場合、警察が介入するのが現状であるが、死者が生前医師の管理下で診

療を受けていた場合、診療していた医師へ連絡すれば医療施設で死亡した場合と同

、様である。その他の医師に連絡し検案された場合、異状がなければ死体検案書の交

付、異状があると認められれば警察へ届けることになる。

④警察へ届出・通報後

警察が明らかな非犯罪死と判断した場合、警察官による見分 (行政検視)並びに医

師の立会 (検案)に より死因が特定されれば、死体検案書の交付が、不明なら行政

解剖が行われる。犯罪性があるかどうか明らかでない場合、司法警察員による代行

検視 (司法検視)並びに医師の立会または監察医による検案により死因の特定が行

われる。この時点で警察が必要と判断すれば捜査を行い、司法解割が行われる。

⑤遺族が警察に届けた場合

ほとんどが司法解剖に付されるという現状がある。

註 最高裁の判断は医師法 21条 にいう「検案」の解釈として示されたものであるが、これに対して、学説
では「憲法 38条の定める自己負罪拒否特権に反して違憲である」との批判が有力である。本答申は、平成
16年最高裁判決以降の実務を前提として記述しているが、日本医師会として、この解釈及びそれが医療現
場にもたらしている混乱を是認するものではなぃ。



図 我が国の死体取扱いの流れ

※1 必ず行われる訳ではない。日本病理剖検輯報によると年間リツ千件弱 (2007年 )。
※2 このルー トは理論上は考えられるが現実的には無い。

警察はまず変死体として扱い、医師の検案を経て犯罪死として捜査する。



(2)解剖 の現状

2007年の我が国における死亡総数約 110万体において、把握されている解剖数は 31,522

件、解剖率は約 2.8%程度である。現在死因究明に関して、司法解剖・行政解剖・病理解割

が行われている。

①司法解剖

犯罪の疑いのある死体に対して行われる。2009年の司法解剖は6,569件 、警察庁の

取扱死体数における司法解剖率は 4.1%で近年増加傾向にある。司法解剖費用の一

部は国庫 (警察庁)か ら鑑定人 (法医学者)に支弁されている。   |

②行政解剖

監察医制度のある地域で、非犯罪死体あるいは犯罪性不詳の死体で死因が不明なも

のなどについて行われるのが、遺族の同意を必要としない行政解剖である。自治体

が費用を拠出している。監察医制度のある地域が所在する、東京都、ヽ大阪府、兵庫

県、神奈川県、愛知県の行政解剖数は 9,135件 (2009年 )。

監察医制度のない地域では、遺族の承諾を得た上で承諾解剖を行 う。自治体が費用

を拠出しているが、2007年度予算で、茨城県の 842万 円から山口県のゼロまで開

、きがあり、100万円未満が 25府県である (読売新聞,2007年 7月 8日 )。 全行政

解剖数から監察医制度のある都府県を除いた解剖数は 480件 (2009年 )。

③病理解剖

医療現場において病態の解明などのために行われる。病理専門医数は全国に2千人

強で、厚生労働省が管轄しているが、費用負担は病院である。「日本病理剖検輯報」

(日 本病理学会)に よると病理解剖数は 19,347件 (2005年 )、 17,805件 (2006年 )、

16,797件 (2007年)と年々減少している。
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(3)死因究明に関する問題 と解決の方向性

死体があれば基本的には医師が検案を行う。上述したような監察医制度の有無などによ

る地域格差が指摘されている。

①医療施設内で予期せず死亡した場合

医療施設で診療を受けていても予期せぬ死亡であった場合、 トラブルになる可能性

は高い。異状死であれば医師は警察に届け出なければならないが、警察が犯罪性が

ないと判断すれば司法解剖がされず、されたとしても司法解剖の特性として情報が

開示されない。また医療者が死因を究明したいと望んでも遺族が拒否した場合病理

解剖ができない。いずれの場合も医療者・遺族間の トラブルは解消されない。

②心肺停止状態で搬送されたなどの場合

通常の病死ならば患者の病歴などから診断可能だが、それ以外では体表から死体を

検索するため、手がかりに乏しい。監察医制度のある東京都区部などは監察医が異

状死体を検案するが、他の地域では現場の医師は体表から死因を診断できず、本来

なら行政が費用を負担すべきところを医療施設が負担し、行政解剖的な目的で病理

解剖が行われているという実態もある。

③医療施設外で死体として発見された場合

監察医制度のない多くの地域では、刑事調査官 (2009年は全国で 196人)が検視

し、警察医が検案している。警察医が検案しても県警察からの検案料は微々たるも

のである。犯罪性の疑われる死体については司法解剖が行われるが、大学の機構改

革に伴 う予算 。人員削減圧力による法医学者の減少が指摘されている。

④診療関連死に関し遺族が警察に届けた場合

遺族が死因究明を警察に求めると、業務上過失致死罪に該当するかどうかの判断の

ための鑑定処分の一環として、司法解剖するという現状がある。結果、原因究明ど

ころか情報が開示されない。なにより本来のルー トでないことが問題である。

こうした中実際には多くの医療施設でAiが導入されている。Aiを行えば医師にとっては

検案の手がかりとなり、所見があつた場合に遺族に解剖を勧めやすい。また保存された撮

像データを開示し、第二者が読影することも可能である6データを開示することは、医療

者の「隠していない」ことの意思表示であり、遺族の不信感を拭う効果が想定される。こ

のことは医療者を遺族との トラブルから防衛するのみならず、死因の究明を切望する遺族

の希望を叶える一助となる。誰もが迎える死について、その原因が究明されない不幸がな

くなることは国民の希求である。
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3.Aiの活用 に際 しての提言

Aiは非破壊検査であって必ず解剖に先行する。 したがつて検案時に行 うこととなる。最

良の方策は全異状死体を解剖すること、あるいは Aiの全例実施により、死因不明死体を極

力無くすことである。 しかし現状では全異状死体にAを行 うことは財源不足及びマンパワ

ー不足から困難であるので、可能なところから広げていくべきである。当然ながら、実施

に当たっては体制の構築 と財源の確保がなされなければならない。

なお新聞報道によると、警察庁は本年 1月 に有識者研究会を発足させたが、参加メンバ

ーは司法関係者が多い。本来なら死因究明制度については警察庁内での議論にとどまらず、

大局的なビジョンを持ち法務 。厚生行政が横断的に議論すべき問題である。ところで、司

法的な部分で死因究明に携わる警察医は普段は診療に従事 してお り、専従ではない。 日本

警察医会 とい う組織はあるものの全国的に網羅 されるにいたつていないのが現状である。

今後、全国的組織を強化 し日本医師会と連携 しその上で地域での死因究明に携わることが

望ましい。死因究明すべき死体の一部は診療の周辺での死なのであるから、行政における

死因究明に関する議論の中には当然臨床医も参画する必要がある。
'

このようなことから本委員会では医療 。医学の観点から以下の提言を行 う。

1)以下の対象にAiを行うべき

①小児

警察庁によると2009年中に警察が検挙 した児童虐待事件は 335件で、被害児童 347

人のうち 28人が死亡している。また虐待については相談件数、検挙件数 ともに年々

増加 している。小児の場合、親の心情的側面から解剖が拒否 され、死因が究明され

ないことは多い。一方 Aは 非破壊的であるから親の理解を得 られやす く、Aiま で

拒否する親は虐待の可能性が高いとも見なしうる。死亡総数が少なく、あまり:費用

がかからないことでもあるから、小児全例について体表からのみではなくAiで死因

を確認すべきである。

②心肺停止状態で救急搬送された患者など

心F機能停止状態で搬送された場合、体表からのみ検索が行われ、ほとんどが確実

な診断を受けずに死体検案書が交付されているという実態がある。犯罪性を有して

いる可能性は十分に考えられるし、また、症例検討の積み重ねがより多くの人を救

命できることを鑑みれば、医療者として大多数の死因を不明のまま放置すべきでは

ないのは当然であり、できるだけAを活用すべきである。また、それ以外の事例で

も医師が必要と判断した場合は積極的にAを活用するのが望ましい。医師の診断と

判断こそが最も重要である。
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2)Aiに関する費用を国庫から拠出するべき

医療の現場は疲弊している。しかるべき費用が確保されなければ、これ以上業務を増や

すことはできない。全ての死亡に対し適正な診断を下すべくAiを行うに当たつては、読影

する放射線科医のみならず撮像する診療放射線技師の確保も必要で、それぞれに費用が発

生する。そこで、死因不明の死に関し上述のAlに関する費用を国庫から拠出すべきである。

また社会正義の精神からほぼボランティアで検案を行らている警察医、また心肺停止状態

で搬送された患者の病理解剖に対しても費用を拠出する仕組みを作るべきである。

石川県警察は石川県医師会、金沢大学医学部、金沢医大などに協力を要請し、2010年 1

月に「死亡時画像診断ネットワニク」を発足させた。このほか、石川県医師会は診療関連

死に関して「死因究明システム」を立ち上げている。この取扱要綱では Al体 の費用を

52,500円 としている。本答申ではこれを試算のベースとする。

①小児

我が国の 2098年の小昇年齢 (0～ 14歳)の死亡数を見ると、乳児 (0歳)2,798人

を含め4,820人。全例にAを行 うに当たり約 2億 5千万円必要である。

②心肺停止状態で救急搬送された患者など

総務省消防庁によると2008年の心肺機能停止傷病者搬送人員のうち、lヶ 月後死亡

者数は約 10万人であるが、そのほとんどは心拍が再開することなく搬送後まもな

く死亡している。大雑把に見積もると全例にAiを行うためには約 50億円必要であ

る。

4.むすび

医療現場におけるAiについて、臨床医のみならず診療放射線技師も積極的に関わるのが

望ましい。また死後画像読影の専門家がきちんと診断し、第二者の意見も聞くことのでき

る体制を整えることが重要である。そのためには専門家育成、ガイ ドライン策定や、将来

に渡ってデータを統一的に集積していく必要がある。

全ての死体を検案できるのは医師のみであり、医師はほぼ 100%の死に関わつている。日

本医師会は医師の代表としてAiの活用について国に提言していくべきである。




